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令和６年度予算審査特別委員会（第５回） 

 

令和６年３月１２日（火曜日）午前１０時００分   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○付託案件 

 議案第 ４号 令和６年度七飯町一般会計予算 

 議案第 ５号 令和６年度七飯町国民健康保険特別会計予算 

 議案第 ６号 令和６年度七飯町後期高齢者医療特別会計予算 

 議案第 ７号 令和６年度七飯町介護保険特別会計予算 

 議案第 ８号 令和６年度七飯町水道事業会計予算 

 議案第 ９号 令和６年度七飯町下水道事業会計予算 

  １.各課の聴取について 

  ２.その他 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長   川 上 弘 一      副委員長   澤 出 明 宏 

   委  員   神 﨑 和 枝      委  員   江 口 勝 幸 

   委  員   佐々木 陵 二      委  員   田 村 敏 郎 

   委  員   稲 垣 明 美      委  員   中 川 友 規 

   委  員   平 松 俊 一      委  員   上 野 武 彦 

   委  員   池 田 誠 悦      委  員   川 村 主 税 

   ───────────────────────────────────────── 

○欠席委員（１名） 

   委  員   青 山 金 助  

   ───────────────────────────────────────── 

○議長出席の有無   無 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席説明員（８名） 

   副 町 長  工 藤   稔     政 策 推 進 課 長  花 巻   亘 

   福 祉 課 長  谷 口 真 樹     環 境 生 活 課 長  村 山 德 收 

   子 育 て 支 援 課 長  川 崎 惠 子     健 康 推 進 課 長  岩 上   剛 

   農業委員会事務局長  赤 石   旭     農 林 水 産 課 長  村 上 宏 樹 

   ───────────────────────────────────────── 

○本会議の書記 

   事 務 局 長  広 部 美 幸     書 記  山 本 翔 大 

   書 記  伊 東 宏 樹 
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午前１０時００分 開議 

○川上委員長 皆さん、おはようございます。 

 ただいまより、令和６年度予算審査特別委員

会第５回目の委員会を開催いたします。 

 それでは、早速本日の審査を行います。 

 初めに、昨日、委員会において政策推進課よ

り七飯町まちづくり推進条例施行規則及び七飯

町活力あるまちづくり推進事業助成金交付申請

手引書についての改正が必要ではないかという

ことで、理事者側より申出がございましたの

で、そちらのほうの説明を政策推進課長のほう

からお願いいたします。 

 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 それでは、追加提出をさ

せていただきました、七飯町まちづくり推進条

例、七飯町まちづくり推進条例施行規則、及び

七飯町活力のあるまちづくり推進事業助成金交

付申請手引書について御説明をさせていただき

ます。 

 まず、七飯町まちづくり推進条例の新旧対照

表を御覧ください。 

 今回の改正ですが、これまで不明瞭であった

助成対象団体の要件を明確化するとともに、御

指摘のありました助成金の返還の規定について

条例の中に追加する内容となってございます。 

 それでは改正内容ですが、第２７条の助成対

象団体の要件についてでございます。 

 これまでは、第２７条第１項として、「町内

にまちづくり活動の拠点を置き、主に町内で活

動を行っている構成員が５人以上の団体」と規

定されていた部分について、要件をより明確に

するため、３号に分割して、第１号として「町

内にまちづくり活動の拠点となる事務所等を置

いている団体」、第２号として「町内に住所を

有し、現に前後のまちづくり活動を行っている

構成員が過半数を占める団体であって、当該構

成員が５人以上である団体」、第３号として

「町内に住所を有する者が代表者である団

体」、第４号は改正前の第２号と同様に「年齢

１６歳以上の者で構成されている団体」とし

て、これら全ての要件に該当する団体を助成金

の交付対象とするように改正をいたします。 

 改正項目の２点目は、助成金の返還に関する

規定を第３２条に新たに加えまして、「助成金

の不正使用、事業の執行に関する違反、虚偽申

請などがあった場合は、助成金を交付してその

額が確定した後であっても返還を求めること」

を明確に規定して、その具体的な事務の執行方

法については、七飯町まちづくり推進条例施行

規則に委任することといたしました。 

 なお、七飯町まちづくり推進条例施行規則に

おいては、助成金の返還に関する具体的な方法

を、七飯町補助金等交付規則の該当規定に倣

い、新たに規定する改正を同時に施行する予定

でございます。 

 七飯町まちづくり推進条例施行規則の新旧対

照表の第２３条から第２５条までを新たに追加

してございます。 

 また、七飯町活力のあるまちづくり推進事業

助成金交付申請手引書におきましても、条例改

正の規定に合わせまして、助成対象団体の項目

を修正し、助成金の返還についての規定を追加

することといたしました。 

 内容については、朱書きで訂正した部分が新

たに追加された内容となってございます。 

 条例規則の施行に関しましては、もしこの

後、本会議中に提案させていただきまして、御

可決いただきました場合には、令和６年４月１

日からの施行というふうに考えてございまし

て、施行日から後の申請について、これらの規

定が適用されることになる予定でございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を許します。 

 ございませんか。 

 田村委員。 

○田村委員 昨日ちょっとお話の中に出たので

すけれども、もう既に４件出ているという、受

付はしてるのですか。それともしてないという

解釈でいいのですか。 

 それというのは、例えば４月１日からという

ことであれば、３月３１日までに、例えば受付

した場合は、旧年度のとおり、旧年度ではな

い、前の４月１日からという話でしたよね、
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今。ですから、４月１日以降の受付から対象に

なるという話というふうに受け取ったのですけ

れども。 

○川上委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 お話、相談をいただいて

いるだけで、申請は受け付けておりません。 

 新しい申請については、新年度に予算が、も

し可決いただけましたら、可決して施行される

のが４月１日からですので、それ以降の受付を

考えてございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 質疑を終わります。 

 政策推進課長、副町長、御苦労さまでござい

ました。 

 暫時休憩します。 

午前１０時０６分 休憩 

────────────── 

午前１０時０７分 再開 

○川上委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 昨日、途中で終わっていました、福祉課の介

護保険特別会計の審査を行います。 

 福祉課長、御苦労さまでございます。 

 それでは、早速でございますけれども、介護

保険特別会計についての説明をよろしくお願い

いたします。 

 福祉課長。 

○谷口福祉課長 それでは、介護保険特別会計

について、予算書を用いて説明をさせていただ

きます。 

 予算書の、介保１ページ目を御覧ください。

よろしいでしょうか。 

 では、初めに、第１条として、保険事業勘定

歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ２９億

８,１２１万４,０００円と定めるものでござい

ます。 

 次に、第３条として、介護サービス事業勘定

歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ１,１７

８万６,０００円と定めるものでございます。 

 次に、介保５の歳入歳出予算事項別明細書を

御覧ください。 

 歳入は、保険料から諸収入までの合計２９億

８,１２１万４,０００円で、前年より３,９３

７万３,０００円の増となっており、主な理由

は介護給付費の増加に伴う国庫支出金、２号被

保険者負担分の支払基金交付金、道支出金、町

負担分の繰入金が増加したことによるものでご

ざいます。 

 次のページに移りまして、歳出でございます

が、合計は歳入と同額の２９億８,１２１万４,

０００円で、前年より３,９３７万３,０００円

の増となっており、主な理由としては、２款保

険給付費において、前年度より４,１１９万１,

０００円増加していることによるものでござい

ます。 

 それでは、詳細について、保険事業勘定の歳

出から説明をいたします。 

 介保１６ページ目を御覧ください。 

 １款総務費１項１目一般管理費、一般管理費

保険事業勘定は３万２,０００円を減額し、２

１３万３,０００円。主な理由として、１３節

使用料及び賃借料のシステム使用料において、

令和６年度は介護システムの新たな導入が不要

であるためでございます。 

 次に、２項１目賦課徴収費、賦課徴収費介護

保険は、令和５年の執行状況から、コンビニ支

払手数料の減が見込まれることにより、１万

６,０００円を減額し３７万５,０００円。 

 次に、３項１目介護認定調査会費は、１８節

負担金、補助及び交付金の北斗市と共同設置し

ている南渡島介護認定審査会共同設置負担金

が、事務職員人件費が減となったことにより、

前年から８７万１,０００円を減額し４４７万

９,０００円。 

 次に、３項２目認定調査費は、認定調査費の

額を函館市と同額の４,０００円としたことに

より、２７万５,０００円増の１,２１９万１,

０００円。 

 以上、１款総務費合計で１,９１７万８,００

０円となります。 

 次に、２款保険給付費１項１目介護サービス

等諸費は、令和５年度の見込額に４月からの介

護報酬増額分と、令和４年度からの伸び率等か
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ら、４,８１２万４,０００円増の２５億８,９

７８万６,０００円。 

 １８ページに移りまして、２項１目介護予防

サービス等諸費は、令和５年度の給付状況から

通所リハビリテーション、特定施設入所者生活

介護等の給付費の減額が見込まれることによ

り、５７９万３,０００円減の８,４０４万９,

０００円。 

 次に、３項１目審査支払手数料、審査支払手

数料介護保険事業は、令和５年度の執行状況か

ら４万円減の２４９万円。 

 次に、４項１目高額介護サービス等費の令和

５年度の執行状況から２２４万円減の７,４５

０万円。 

 次に、５項１目高額医療合算介護サービス等

費も同様に、６０万円減の９１０万円。 

 次のページに移りまして、６項１目特定入所

者介護サービス等費についても同様に、２７万

６,０００円減の８,４８４万５,０００円。 

 以上、２款保険給付費合計で２８億４,４７

７万円。 

 次に、３款地域支援事業費１項１目介護予

防・生活支援サービス事業費は、介護予防・生

活支援サービス事業費において、令和５年度の

給付状況から訪問型サービス、通所型サービス

の給付費の減額が見込まれることにより、１目

合計で７６７万円減の６,９４０万４,０００

円。 

 次に、２目一般介護予防事業１２節委託料の

生活機能向上事業立ち上げ支援委託料におい

て、体操指導回数を増やすことによる委託料の

増加により、２１万６,０００円増の４５７万

５,０００円。 

 次に、３目包括的支援及び任意事業費は、認

知症対策の充実を図るため、２３ページの認知

症支援事務職員人件費について、これまで１名

としていましたが、今年度は２名分を計上し、

３目合計で、８５８万９,０００円増の２,５３

１万３,０００円。 

 次に、４目その他諸費は、１,０００円減の

１９万５,０００円。 

 以上、３款地域支援事業費合計で９,９４８

万７,０００円。 

 次に、４款保健福祉事業費は、令和５年度の

執行状況から、５万１,０００円増の５９万１,

０００円。 

 次に、５款基金積立金は、前年度同額の１万

円。 

 次のページに移りまして、６款公債費は、前

年度と同額の１０万円を計上しております。 

 次に、７款諸支出金１項償還金及び還付加算

金は、前年度と同額の５１万円。 

 ２項１目繰出金は、一般会計への操出金とし

て、１８３万４,０００円減の１,４９７万６,

０００円で、7 款諸支出金合計で１,５４８万

６,０００円。 

 次に、８款予備費は、収支調整分として１５

９万２,０００円。 

 歳出は、以上でございます。 

 次に、歳入でございます。介保８ページを御

覧願います。 

 それでは、１款保険料１項１目第１号被保険

者保険料は、１,０００万円増の５億９,９００

万円。 

 次に、２款使用料及び手数料１項１目督促手

数料は、前年度同額の１,０００円。 

 次に、３款国庫支出金１項１目介護給付費負

担金は、８６４万５,０００円増の５億１,５５

１万１,０００円。 

 次に、２項１目調整交付金は、２４３万円増

の１億６,７８４万円。 

 次に、２目地域支援事業交付金は、１４４万

３,０００円増の２,８２８万７,０００円。 

 次に、３目保険者機能強化推進交付金及び、

次の４目保険者努力支援交付金は、前年度同額

の１００万円で、３款国庫支出金合計で、７億

１,３６３万８,０００円となります。 

 次に、４款支払基金交付金１項１目介護給付

費交付金は、１,１１２万１,０００円増の７億

６,８０９万７,０００円。 

 次に、２目地域支援事業支援交付金は、介護

予防・生活支援サービス事業の歳出が減額と

なったことが影響し、１４１万８,０００円減

の２,２７７万９,０００円で、４款支払基金交
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付金合計で、７億９,０８７万６,０００円でご

ざいます。 

 次に、５款道支出金１項１目介護給付費負担

金は、４７４万１,０００円増の４億９０５万

７,０００円。 

 次のページに移りまして、２項１目地域支援

事業交付金は、７２万１,０００円増の１,４１

４万２,０００円。 

 次の２目介護サービス利用者負担軽減事業費

補助金は、３万８,０００円増の４４万３,００

０で、以上、５款道支出金合計で４億２,３６

４万２,０００円となります。 

 次に、６款財産収入は、介護保険財政調整基

金運用利子として、前年度同額の１万円。 

 次に、７款繰入金１項１目介護給付費繰入金

は、６２２万６,０００円増の４億４,１８６万

５,０００円。 

 次に、２目地域支援事業繰入金は、７２万

１,０００円増の１,４１４万２,０００円。 

 次に、３目その他繰入金は、３５万６,００

０円増の７,２１２万７,０００円。 

 ７款繰入金合計で４億５,１９７万７,０００

円となります。 

 次に、８款繰入金、前年度繰越金として、前

年度同額の２００万円。 

 次に、９款諸収入１項１目第１号被保険者介

護保険料延滞金は、前年度同額の１万円。 

 次に、２目過料は、前年度同額の１万円。 

 次に、２項１目第三者納付金は、前年度同額

の１万円。 

 次に、２目返納金は、前年度同額の１万円。 

 次に、３目雑収入は、前年度同額の３万円

で、９款諸収入合計で７万円でございます。 

 以上で、介護保険特別会計の保険事業勘定の

説明を終わらせていただきます。 

 引き続き、介護サービス事業勘定の説明をさ

せていただきます。 

 介保３０ページの、歳入歳出予算事項別明細

書を御覧ください。 

 歳入は、サービス収入及び諸収入の合計が１

３７万３,０００円減の１,１７８万６,０００

円でございます。 

 次のページの歳出でございますが、総務費か

ら予備費までの合計は１,１７８万６,０００円

でございます。 

 それでは、詳細の説明をさせていただきま

す。３８ページ目を御覧ください。 

 １款総務費１項１目一般管理費は、前年度同

額の１万円。 

 ２款諸支出金は、一般会計操出金として１３

７万３,０００円減の１,１７６万６,０００

円。 

 ３款予備費は、前年度同額の１万円でござい

ます。 

 次に、歳入でございます。３４ページを御覧

ください。 

 １款サービス収入１項１目介護サービス計画

費収入は、１３７万３０００円減の１,１７８

万５,０００円。 

 ２款諸収入１項１目雑入は、前年度同額の

１,０００円でございます。 

 以上で、介護保険事業特別会計の予算説明を

終わらせていただきます。御審査のほどよろし

くお願いいたします。 

○川上委員長 福祉課長、ありがとうございま

した。 

 これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 質疑を終わります。 

 以上で、福祉課に対する審査を終了いたしま

す。 

 福祉課長、御苦労さまでございました。 

 それでは、引き続きまして、次に環境生活課

の審査を行います。 

 環境生活課長、御苦労さまでございます。 

 早速ですが、予算書及び提出資料に基づき説

明をお願いいたします。 

 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 おはようございます。 

 それでは、令和６年度予算審査特別委員会、

資料要求資料に基づき、当課所管の予算につい

て御説明申し上げます。 

 それでは、ナンバー１でございます。事業予

算名、環境衛生費。予算については、本年度予
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算１２６万円、前年度予算１３１万６,０００

円、５万６,０００円減となってございます。 

 歳入については、御覧のとおりでございま

す。例年に大きな変更はなく、内容については

記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバー２、事業予算名、環境

衛生車管理費でございます。こちらについて

も、歳入はなく歳出が１９万７,０００円、前

年度２５万４,０００円、増減５万７,０００円

の減。こちらについても、例年と大きな変更は

なく、記載のとおりでございます。 

 次のページをお開きください。 

 ナンバー３でございます。事業予算名、有害

鳥獣対策費でございます。こちらについては、

本年度予算１,０２１万６,０００円、前年度予

算８５４万８,０００円、１６６万８,０００円

の増額となってございます。増額の主な原因に

ついてでございますが、報償費、鳥獣対策実施

隊報酬及びそれに伴う報償費、あとは費用弁償

について増えたというところでございます。こ

ちらについては、ヒグマの部分、あとはエゾシ

カのほうもかなりの数増えてございますので、

こちらについての対応で増えるという形でござ

います。 

 あとは、下のほうの備品購入費でございま

す。こちらは、アライグマ用の箱わなを購入い

たします。アライグマについては全道各地で拡

大されておりまして、近隣のまちまで来ている

というところでございますので、アライグマ用

のものを買うというところでございます。 

 次のページを御覧ください。 

 ナンバー４でございます。事業予算名、有害

鳥獣対策車管理費でございます。こちらについ

ては、本年度予算２０３万５,０００円、前年

度２１２万７,０００円、９万２,０００円の減

額でございます。こちらについても、例年と大

きな変更はないものでございますので、記載の

とおりでございます。 

 次のページを御覧ください。 

 ナンバー５でございます。事業予算名、火葬

場及び墓地管理費でございます。本年度予算

１,２６８万２,０００円、前年度予算１,１０

４万９,０００円、１６３万３,０００円の増と

なってございます。こちらについては、大きな

違いはないところでございますが、火葬場の工

事請負が今年度、毎年計画的に長寿命化計画に

基づきやってございますので、こちらについて

は１０７万８,０００円ほど増えているという

ものでございます。 

 歳入については記載のとおりでございます。 

 次のページをお開きください。 

 ナンバー６でございます。自然環境保全事業

費でございます。こちらについては、本年度予

算７０４万５,０００円、前年度予算３３３万

１,０００円、３７１万４,０００円の増額と

なってございます。こちらについては、まず増

額の理由でございますが、上の報償費、旅費で

ございます。こちら七飯町のゼロカーボン推進

協議会委員報酬ということで３０万８,０００

円、旅費についても９万５,０００円という形

で、ゼロカーボンに対応するためのもの、あと

下から２番目の工事請負費２９９万２,０００

円、こちらは、苅間浄化エリアしゅんせつ工事

で２９９万２,０００円となってございます。 

 次のページを御覧ください。 

 ナンバー７でございます。事業用予算名、生

活環境対策事業費でございます。こちらについ

ては、今年度予算１,２２１万３,０００円、前

年度予算１,８８４万４,０００円、６６３万

１,０００円の減額となっております。こちら

については、令和５年度に策定した空き家実態

調査委託料７００万円が皆減となったものでご

ざいます。その他は、例年と大きな変更はな

く、記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバー８でございます。次の

ページを御覧ください。 

 健康センター管理費でございます。本年度予

算６,２６４万４,０００円、前年度５,９７７

万２,０００円、２８７万２,０００円の増額と

なってございます。こちらについて、歳入につ

いてでございますが、健康センター使用料、こ

ちらについては、令和６年４月１日から、利用

料改定により増額となっているものでございま

すが、支出についてでございますが、主に会計
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年度任用職員の勤勉手当のほうが条例改正さ

れ、勤勉手当が２３３万１,０００円増額にな

るものというものでございます。あと、委託料

の下の温泉ポンプ整備委託と温泉配管先清掃委

託業務は本年度なくなるということでございま

す。 

 ほかについては、その他例年と大きな変わり

がなく、記載のとおりでございます。 

 次のページをお開き願います。 

 ナンバー９でございます。廃棄物対策費、本

年度予算４０９万８,０００円、前年度予算３

７８万１,０００円、３１万７,０００円の増額

となってございます。こちらについては、歳入

歳出の予算は記載のとおりで、その他例年と大

きな変更はなく、記載のとおりとなってござい

ます。 

 続きまして、下のナンバー１０、リサイクル

推進対策費でございます。本年度予算２７５万

５,０００円、前年度予算２８１万９,０００

円、６万４,０００円の減額となってございま

す。こちらについての歳入歳出は、その他例年

と大きな変更はなく、記載のとおりとなってご

ざいます。 

 次のページをお開き願います。 

 ナンバー１１でございます。廃棄物処理費で

ございます。本年度予算５億１,６０５万６,０

００円、前年度予算５億１,６４１万７,０００

円、３６万１,０００円の減額となってござい

ます。こちらについては、主な変更点として

は、隔年で行っている需用費の計量器修繕１１

０万円、あと委託料の、こちら最終処分場残容

量調査及び堰堤工事実施設計委託料、こちらが

新たに加わったものでございます。この委託料

については、最終処分場の延命化に伴う現在の

ところの残容量測量、あとは延命化に係る実施

設計という形になってございます。 

 あと主な減額理由としましては、使用料の重

機借上料８２万円減、あとは工事請負費が４８

０万円減、あとは渡島廃棄物処理広域連合負担

金が１,２５３万円の減となっているものでご

ざいます。 

 下のナンバー１２でございます。廃棄物処理

作業車管理費でございます。本年度予算は５２

２万７,０００円、前年度予算１１２万２,００

０円、４１０万５,０００円増となってござい

ます。こちらについては、主にクリーンセン

ター等で使っているブルドーザーの修繕で４１

０万３,０００円、経費がかかるというところ

が理由でございます。 

 次のページを御覧ください。 

 ナンバー１３でございます。し尿処理費でご

ざいます。本年度予算８,０６１万６,０００

円、前年度予算８,７８７万９,０００円、７２

６万３,０００円の減額となってございます。

こちらについては、南渡島衛生施設組合負担金

が減額となったものでございます。 

 続きましては、追加資料も一緒にいいです

か。 

 それでは、当課から提出いたしました追加資

料でございます。 

 アップル温泉増額の根拠、収支等の運営状況

でございます。 

 まず、Ａ３の横のものの左手の１、アップル

温泉歳入増額の根拠（条例改正施行日、令和６

年４月１日）でございます。 

 こちら、①の令和６年度使用料予算計上額、

こちら今回提案させていただいている予算ベー

スの数字でございます。大人４９０円、②で入

湯税で、③が利用者数、これ年間利用者数でご

ざいます。それを掛けて年間使用料で２,７０

４万８,０００円でございます。そして、入湯

税は２７６万円となるものでございます。 

 続きまして、②令和５年度のこれも当初予算

ベースのものでございます。すみません、①の

中人小人のところですね、ごめんなさい。中人

が４月１日から１５０円で、年間利用者が１,

２００名、年間使用料が１８万円。中人と小人

は入湯税がかからないので、歳入計上額として

はこの金額になるというものでございます。小

人が８０円で９６０人、年間使用料が７万６,

８００円が歳入になると。下の、最後の高齢者

入浴助成でございますが、大人から２００円引

いた２９０円、入湯税５０円内税として入って

ございます。年間利用者は４万５,６００人、
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それで２９０人と４万５,６００人足すと１,３

２２万４,０００円と。そのうちの入湯税相当

額は２２８万円と。歳入は１,０９４万４,００

０円。そして、大人から高齢者入浴助成を足す

と、３,５４８万８,０００円が歳入となってい

るものでございます。 

 続きまして、②の令和５年度、こちらも当初

予算ベースでございますが、同じく、こちら使

用料が大人４００円、中人２００円、小人１０

０円、高齢者入浴助成２００円となってござい

ます。予算上の計上人数についてございます

が、令和６年度の人数と令和５年度の利用者人

数は、同じ人数で積算してございますので、同

じような計算をしていくと、歳入計上額として

令和５年度は、大人は１,９３２万円、中人は

２４万円、小人は９万６,０００円、高齢者入

浴助成については６８４万円、トータル２,６

４９万６,０００円となってございます。 

 ③番、これは対令和５年度増減額となってご

ざいます。こちら、令和６年度から令和５年度

分を引いた金額でございます。まず、使用料に

ついては、大人については９０円増額、中人は

５０円減額、小人は２０円減額、高齢者入浴助

成は９０円増額と、入等税は同じと、利用者数

は同じなのでゼロと。年間使用料としては、大

人が４９６万８,０００円、中人はマイナス６

万円、小人はマイナス１万９,２００円、高齢

者入浴助成については４１０万４,０００円、

トータル８９９万２,０００円の増額という形

になります。 

 続きまして、Ａ３の右側の収支等の運営状況

でございます。 

 ①の収支差引きでございますが、こちら令和

５年度から令和４年度は決算書を基につくらせ

ていただいて、令和５年度と令和６年度は当初

予算ベースで、こちらつくらせていただいてご

ざいます。 

 まず、令和元年度については、歳入が３,４

９０万５,６６２円、運営費として４,９１３万

８,０９５円で、１,４２３万２,４３３円の赤

字と。２年度については、歳入が２,４６２万

４,０５８円、運営費としては４,２６８万６,

７０４円、１,８０６万２,６４６円の赤字。令

和３年度は、運営費が２,７４９万２,９５７

円、運営費が３,９４３万２,２０６円、１,１

９３万９,２４９円の赤字。令和４年度は、運

営費が２,９９０万８,３２６円、運営費が６,

６６７万７,５１０円、３,６７６万９,１８８

円の赤字。 

 令和元年度の予算ベースでございますが、歳

入としては３,０９８万円、歳出が５,９７７万

２,０００円、予算ベース上で２,８７９万２,

０００円の赤字と。令和６年度については、歳

入については３,９９７万５,０００円、運営費

は６,２６４万４,０００円、２,２６６万９,０

００円の赤字となってございます。 

 参考に、参考１として、入湯税を歳入とした

場合の比較でございますが、例えば、令和５年

度の参考を見ていただければ、歳入が入湯税を

加えると３,６０２万円となり、運営費は変わ

らず５,９７７万２,０００円、２,３５７万２,

０００円の赤字。令和６年度は入湯税加えた額

が４,５０１万５,０００円、運営費は変わらず

６,２６４万４,０００円、１,７６２万９,００

０円の赤字となるものでございます。 

 参考２でございます。こちら入湯税を加えた

額と、例えば高齢者入浴助成相当２００円をや

らなかった場合となるものでございますが、歳

入の合計は令和５年で４,５１４万円、運営費

は５,９７７万２,０００円、１,４６３万２,０

００円の赤字。令和６年度は歳入が５,４１３

万５,０００円、歳出が６,２６４万４,０００

円、収支差額が８５０万９,０００円の赤字と

いうような内容の資料になってございます。 

 説明は以上でございます。 

○川上委員長 ありがとうございました。 

 それでは、これより質疑を行います。 

 平松委員。 

○平松委員 何点もありますので、よろしくお

願いします。 

 まず、ナンバー６。今年度から、このゼロ

カーボン推進協議会の委員報酬というのを予算

化されてますけれども、どういった方を予定さ

れているのかの説明をお願いします。 
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 私は、例えば町内に住んでいる方で、これか

ら推進をするためのものを考えることが必要で

すから、相当専門知識だとか、あるいは国の補

助金などのメニューも探す能力にたけているだ

とか、そういうことが必要ではないかなと思い

ますので、どういう方が選ぶつもりなのかの御

説明をお願いします。 

 続いて、ナンバー７。空き家の実態調査が終

わったといったことで予算が減ってますけれど

も、ちょっと担当が違うかもしれませんけれど

も、空き地・空き家バンクの運営に関して、こ

こまで使っていた費用などをもう少し活性化の

ために充てるとか、そういうお考えは全くな

く、実態調査だけで終わってしまったのか。結

局、調査して何をどうしたらいいのかという、

そういう結果が出てきてるのかとか、ちょっと

そのことをお聞きしたいと思います。 

 続いて、ナンバー８。下のほうになります。

温泉ポンプ、これが今年度はポンプの点検料も

ない、それから、洗浄の委託費用もないと。こ

れ何年間に一回かやってきていたので、今年は

ないということなのでしょうけれども、いろい

ろ今までのトラブルを考えますと、トラブル起

きてからやるとえらい高くついているので、定

期的に毎年やったらどうなのかなと思うのです

けれども、その辺の考え方といいますか、決め

方といいますか、今までのことを考えれば、き

ちんとここにお金かけておかないと、後で高く

なるのではないかと思いますので、御答弁願い

たいと思います。 

 それと、次のページ９番になるのか１０番に

なるのか分かりませんけれども、我々ごみを処

分するときに、七飯町の指定ごみ袋を買ってま

すね。これが随分高くなってきてるのですけれ

ども、あのごみ袋というのは、環境生活課とど

ういった関係があるのか。この９番、１０番な

のかちょっと分かりませんけれども、それの御

説明をお願いしたい。町指定ということですか

ら、何か町のほうにある程度のお金が入ってき

てるだとか、何か１社しかつくってないのです

けれども、もっと安くつくれるところを探すと

か、そういうことをお考えになってないのかど

うかということです。 

 それから、ナンバー１１。これは、埋立処分

場の運搬処理委託業務料が１億８,８７６万円

と、それで契約更新で７５２万４,０００円が

増えるということなのですけれども、その増え

る理由を説明をしてください。 

 それから、次のナンバー１２。これ何年か置

きくらいに作業車の修理料というのが上がって

きてます。これは何年か前に買い取ったブル

ドーザーだと思うのですけれども、町のものだ

と思うのですけれども、買い取ったものでした

よね、たしか。それと、買い取ったのであれ

ば、何年たっているのか。それから、もしリー

スとかそういうのであれば、そのブルドザーが

今どうなっているのかという、持ち主ですね、

誰なのかを説明してください。 

 以上です。 

○川上委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 まずは、ナンバー６番。

ナンバー６のゼロカーボン推進の構成メンバー

でございますが、まず学識経験者についても、

大学の教授であったりとか、そういった湿地に

関する方とかいろいろ……。すみません、メン

バーについてもそういった、例えばグリーンボ

ンドとかもございますので金融関係の皆さんと

か商工会の皆さん、あと市民の代表とか、森林

組合の代表の方とか、あとは町内会の代表の

方、あとシルバー人材センターさんとか、各種

そういった有識者を加えて１０名で構成して

やってございます。 

 次に、ナンバー７の空き家実態調査のもので

ございますが、こちらについては、令和５年度

に調査実施して、２回目の第２期の計画を策定

しているところでございますが、昨日皆様に御

配付させていただいたところでございますが、

七飯町の空き家の状況については、全道よりも

空き家の実数が多いという形でございます。全

道が一番低くて、全国でも七飯町の空き家率が

高いというところでございます。特定空家につ

いてもかなり数はございますが、我々の特定空

家の解体補助とかを利用されて解体したり、あ

とは市街化区域の旧耐震化とかの部分の補助を
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使いながら、令和５年度は５棟補助を使いなが

ら解体が進まっているというところでございま

すので、また今回、アンケート調査を町民の皆

さんにお願いしたので、そういった問合わせも

結構来ているので、状況的には今後、改善して

いくのではないのかなと考えてございます。 

 次に、ナンバー８のアップル温泉のポンプで

ございますが、現在、予備ポンプ一つ、常設で

持ってございますので、昨年についてはその予

備ポンプをオーバーホールして、現在保管して

いると。２台体制のポンプでやりながら、また

定期的にオーバーホールしながら、入れ替えな

がらオーバーホールして２台のポンプで長年

使っていきたいと考えてございます。 

 あと、ごみ袋でございましたが、ごみ袋につ

いても、現在、業者さんのほうの原料が石油由

来ということで、若干値上げは七飯、北斗とか

では値上げしてございますが、七飯町ごみ袋と

いうか、ごみまだ有料化してございませんの

で、ごみ袋の収入とかというのはないというと

ころでございます。 

 あと、その業者さんも、ある程度大きなロッ

トでつくれるところというのが限られてきてご

ざいますので、そういったところも、現在、特

に業者選考もいろいろと考えながら、そういう

専門的なものがつくれるかどうかという部分も

含めて検討してまいりたいと思います。 

 次は、ナンバー１１ですね。廃棄物収集運搬

の委託料の増額理由でございますね。こちらに

ついては、塵芥収集業務、資源ゴミ収集業務、

廃プラスチック運搬業務、リサイクルセンター

管理業務、最終処分場管理業務からなっている

ものでございますが、こちらについては、例年

３か年の長期契約を結んでございます。今の契

約は、令和３年度から令和５年度までの部分と

なってございます。令和６年度に計上させてい

ただいたものは、令和６年度の単体の金額でご

ざいますが、こちらの金額で令和６年度、令和

７年度、令和８年度と契約したいと考えている

ところでございます。 

 特に上がった理由でございますが、前回の予

算については令和３年度から同額でございます

ので、その頃から勘案して、労務費であったり

とか光熱水費、燃料代というものが上がってい

るというところが大きなところでございます。

あとは、特に人員等の人数についても、若干１

人増えたところはございますが、主な理由につ

いては、そこの労務費であったりとか、物価の

高騰が大きいと。この令和３年度に積算したも

のと今現在積算したものとしてはかなりの差が

出ているというところでございます。 

 続きまして、ブルドーザーについてでござい

ますが、平松委員、すみません。今現在、この

ブルートオーザーが何年式かというのがちょっ

と今この書類に書いていないので、後ほど報告

したいと思います。 

 以上でございます。 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 ありがとうございます。 

 まず、ナンバー６から再質問させていただき

ますけれども、先ほども言いましたけれども、

ゼロカーボンを進めるに当たって、結構な専門

知識がなければあまり意味がないと思うのです

よね。それから、今現在、国の補助制度という

のが多岐にわたっています。いろいろありま

す。そういうことを調べるというのも、ここの

委員会に託すほうがいいのかなと思うのです

よ。というのは、いろいろ例えば教育委員会と

かそういうところで補助金とか調査をするので

すけれども、間に合っていないですよね、ス

タッフが。全然。ゼロカーボンを推し進めるに

当たって、何をどうすればカーボンが減らせる

のかという、それの専門知識もそうですけれど

も、そういうことを推進するための制度をきち

んとその人たちに調べてもらって、だから私は

この報償費などはもっと増やして、本当にそう

いうことに明るいたけた人たちにやってもらわ

ないと、ただやったからいいというものでない

と思うのですよ。ぜひその辺の再考を、この予

算の上積みだとか含めて、必要があるのではな

いかなと私は考えますけれども、御答弁をお願

いしたいと思います。 

 それから、空き家の調査、すっかり読んだわ

けではないのですけれども、さっと目を通させ
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てもらいました。ほとんど何も役に立たないで

すね、失礼ですけれども。何しにああいうもの

をつくったのかなと思いますよ。具体案が何も

出てきてない。だから、今こうですよと調べま

した。それはいいですよ。空き家の状況がこう

なっていますと。それをどうするのかなのです

よ。今回はその調査ですから、そういう提案は

入っていないという答弁が出てしまえばそうか

もしれないですけれども、普通調べたら、これ

をこういうふうにすると効率よくいろいろなこ

とができる。例えば解体するにしても、それか

らいろいろな評価を受けるにしても、早めに何

かちょっと手だてをしておくと、すぐ使えるよ

うな家になるので、そういうことを進めたほう

がいいとか、何かそういうことに結びつかない

と、ちょっとお金かけた意味がないのかなと思

いますので、再度御答弁をお願いしたいと思い

ます。 

 温泉の管は、私がさっきちょっと言ったので

すけれど、結局、前にポンプを取り替えるとき

に、ガリがひどくて上げれなかったということ

がありましたよね。だからこの温泉管の洗浄と

いうのが、どこを言っているのかちょっと分か

らないですけれども、井戸の管は入っていない

のかね。金額からすればそういうものも入って

いるのかなという金額だったものですから、こ

れが今年度ないと。それであれば、ガリがあま

りつかないうちに、毎年１回ポンプを上げて洗

浄してやっていたほうが、とんでもない期間、

前に止めましたからね。そういうことにならな

いようにするということも必要ではないかなと

思いますので、その辺のお考えをもう一度お願

いします。 

 それから、ごみ袋の質問に対しては、町はま

だ有料化してないと。だからあまり関係ないと

いうことなのでしょうけれども、町民からすれ

ば、随分上がったので、上がった理由がよく分

からない。もうこれは決め放題ですよね、つ

くっている人が。七飯町はこれ使えと言ってい

るのですから、本来であれば、これ使うのだっ

たら、例えば半分七飯町が持ちますとか、そう

いうのだったら話分かるけれども、高くなって

いる分、全部我々が払わなければならない。そ

うなると、少しでもお金倹約したいと思ってい

る人たちは、あちこちにそのごみ袋を使わない

で捨てるようになってきたりとかしますので、

大したお金ではないという判断よりも、きちん

とその辺の筋を通すごみ袋の選定、それから、

料金の再考をできないものか、ちょっとお願い

をしたいのですけれども、どこでその予算に入

れるかというのはちょっと分からないですけれ

ども、答弁できましたらお願いします。 

 それから、処分場の業務委託料が３年分で７

５０万円上がると。上がる理由は、世の中何で

も物価高で、公共施設も造らないとか造るとか

という理由に上げていますけれども、これも誰

が決めたのか知らないですけれども、７５０万

円も上がってきていると。それが正解なのかど

うか、我々確かめようがないのですけれども、

令和３年から上がってないということなので、

例えば、どうしたらいいですかね。認めるしか

ないというのは、本当困ったものなのですけれ

ども、もう少し予算として、我々が納得できる

理由とかは出せないのですか、これ。７５０万

円も上がるというのは、相当でかいと思うので

すけれどもね。油代だ、人も増やした。いや、

人増やすってそんなに増やす必要あるのかな

と、ちょっと思ったのですけれどもね、説明聞

いていて。だから、向こうは、いやいや、もう

大変だから、人増やしたいと。町に言ったら、

町がそれを持ってあげましょう。だけれども、

そうですかね。あのブルドーザー替えたときに

も、大型のブルドーザーに替えているのですよ

ね。だから、手間暇は逆に、人の手間暇という

のは減ってるのかなと、私は思ってるのですけ

れども。 

 それから、ブルドーザーが何年式か分からな

いとおっしゃったのですけれども、これ、土木

のほうでもまた言おうかと思っているのですけ

れども、町は自分で機械買いすぎてると思うの

ですよ。今すぐの話ではないですけれども、こ

れできればリースにしたほうが、部品交換だ何

だというのはみんなリース業者さんが持ってく

れていて、民間の工事会社というのはあんまり
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自分で機械買ってないですよ。税金対策で買う

方多いですけれども、実際に業務でずっと使う

ときには、特に修理の多いものはリース契約し

てますよ。そうすると、リース代で全部済みま

すのでね。この辺が、今この予算ですぐ変えろ

という話もできないのですけれども、年式も何

も分からないと言ったのですけれども、あとで

私にちょっと、今どうなっているのかというこ

とと、それから今後どうするかというのは、こ

れは一般質問になるかと思いますから、一応、

今言ったので聞いておいてください。あの、こ

れ以外のこと、もう一回再答弁をお願いしま

す。 

○川上委員長 暫時休憩いたします。 

 １１時１５分、再開いたします。 

午前１０時５８分 休憩 

────────────── 

午前１１時１５分 再開 

○川上委員長 それでは、休憩前に引き続き、

再開いたします。 

 環境生活課長の答弁から入ります。 

 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 それでは、まずゼロカー

ボンの有識者についての部分でございますが、

構成メンバーもやはり有識者、先ほど言ったよ

うに、大学の教授であったりとか、地球温暖化

防止活動推進員とか、例えば北海道環境パート

ナーシップオフィスのコーディネーターの方で

あったりとか自然公園、先ほどの金融機関、商

工会等々入ってございますので、そういった中

で、国の補助についても年々変わったり増えた

り、また、マイナーチェンジされたりというこ

ともございますので、そういったところは、私

ども事務方が情報提供して、そういった中で、

今、ゼロカーボンの今年度策定した数値目標、

いかに達成できるか、そのために必要なものの

補助として、例えばいろいろなインフラ、例え

ば町民に対する補助、それの特財として、国か

らどういうお金をというものも、まずそこの部

分をやりながら、あと庁舎内の、公共施設の建

物等についても、そこについては私ども連携し

ながら、各課で連携しながら、ＺＥＢのものが

こういうものがありますよとか、こうやればＺ

ＥＢになりますとか、そういったものも現在も

共有しながら実施してございますけれども、そ

ういったところも、新しく今、次つくるのが七

飯町全体の町民も含めた区域施策編ということ

で予定してございますので、その区域施策編の

中で、どこでどこまで盛り込んでいけるかとい

うところも、委員さんの意見を聞きながら、ま

た役場庁舎内の部分についても、また見直しも

含めて、有識者の方の意見を頂戴しながら進め

ていきたいと考えてございます。 

 次に、空き家についてでございますが、空き

家について、先ほどの調査するときに町民から

のアンケートをいただいてございますので、

今、空き家を所有しているかしていないか、空

き家を所有している人はどういうふうに今管理

しているのか、いろいろなことをアンケートで

伺ってございますので、そういったところで、

今、町民の方で、例えば御両親の家が七飯に

あって、誰も住んでいないけれどもどうしたら

いいのだろうと、そういう悩みがあるという方

も結構いらっしゃるので、そういった方々も含

めて、どのように町で解決していくか、解決し

ていけるかという部分の参考にしながら、新た

な施策につなげていければなと、現在考えてい

るところでございますので、御理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

 あと、アップル温泉の配管でございます。令

和５年度に実施したものが、配管が源泉ポンプ

からアップル温泉までの横の４４０メートルの

管について清掃させていただいたというところ

でございます。こちらの平成１１年度のアップ

ル温泉オープンから、横の源泉からくみ上がっ

たお湯をアップル温泉まで運ぶ、横の道路脇の

管でございますが、一度も清掃していなかった

というところで、今回初めてやったところでご

ざいます。 

 平松委員、おっしゃられたように、源泉のほ

う、随時、ポンプを予備ポンプと取り替える際

に、ガリとかいろいろもの、ポンプに付着して

いるものを見ながら、その際に井戸の管のほう

もチェックして、もし汚れがひどいようであれ
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ば、予算化しながら清掃し、長いこと利用して

いきたいと考えているところでございます。 

 次に、ごみ袋についてでございますが、確か

に町で指定しているごみ袋でございますが、先

ほど答弁したとおり、七飯町、まだごみの有料

化をしてございませんので、純粋にただ原材料

費が上がったからごみ袋の値上げになったとい

うのが現状でございます。今、コロナ禍から始

まり、傾向としましては、今までごみ袋の、例

えば満杯まで入れずにごみステーションに出さ

れている方、結構いらっしゃったのですけれど

も、今、効率的に買物とかをする際に、あまり

ごみの出ないような消費行動をしていただいて

いる傾向にありまして、また、ごみ袋も最大限

詰め込んで出されているという状況が見受けら

れるというところでございますので、そういっ

た消費者、町民の皆さんについてはそういうよ

うな工夫、努力されていらっしゃるという方向

に変わってきてございますので、そういったと

ころも七飯町としては把握はしてございます

が、袋についての補助については、全然今のと

ころは考えてございませんので、御理解のほど

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、最終処分場とかクリーンセン

ターの委託の関係でございますが、確かに上が

り幅は、ぱっと見は大きいところでございます

が、人件費等々、人数１人分とか増えたり、あ

とはクリーンセンターの最終処分場の薬剤とい

うのですか、要は埋立てから出る水のものをま

ずためて、そこでプールしたら薬剤とかも入れ

たり、いろいろな薬剤も使ってございますの

で、そういったものも石油由来の薬剤を入れ

て、水を浄化しながら放出してるというところ

も勘案しながらやってございますので、そう

いったところではやはり物価高騰、また労務費

の高騰もろもろというところで、非常に苦しい

状況でございますけれども、この７５２万４,

０００円というのはやはり増加してくるのかな

と考えてございます。 

 あとは、すみません、先ほどの、ブルドー

ザーの話でございますが、ブルドーザーについ

ては、取得年月日が平成６年２月２８日に取得

してございます。名義は七飯町のものとなって

ございます。 

 平松委員おっしゃるとおり、なかなか物品を

持たずに運営しているというのが民間の手法だ

と、おっしゃるとおりかなと思います。また、

我々も平成６年式のブルドーザーで、もう部品

もなかなか調達できないというような状況に近

づいてきているわけでございますので、こう

いったもの、重機系とか車両系の更新の際は、

リースのほうも考えて更新したいと考えてござ

いますので、御理解のほどよろしくお願いしま

す。 

 以上でございます。 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 予算委員会ですから、決算につな

がるような話はできないのですけれども、私は

削るばかりがあれではなくて、必要なものには

お金を投資するという考えを持たないと、例え

ばゼロカーボンのメンバーですけれども、さっ

きの説明だと、もう何やるのでも同じですよ

ね。町内の方が入っていてというのは。実際に

推進をする段階になったら、町のいろいろな方

の協力というのは要ることになると思うのです

よ。けれども、そこに行くまでの計画をきちん

と考えるというときには、はっきりと言って、

知識のない人は要らないという考え方で、それ

と、国からのできるだけいろいろ補助金をきち

んと探して、合致したものを組み立てるという

具体的なことをやらなかったら、たかだか３０

万円だという話で終わらせるのではなくて、例

えば３００万円かけても元取れる話ですよ、こ

こできちんとやっていれば。あまり意味のない

委員会をつくっても、まちの将来に何も役に立

たないというふうに考えますので、これはきち

んと何か専門家読呼んで、もう少し予算をつけ

るくらいのことがあってもいいのかなと思いま

す。考え直す気ないか、御答弁をお願いしたい

と思います。 

 それから、先ほどと同じ話ですけれども、空

き家バンク、もう一度先ほど上がってきた資料

を見させてもらいましたが、何一つこれからや

るということにはつながっていないと。これ
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は、今年度やっぱりやるべきではないですか。

空き地・空き家バンクできて何年たっているの

ですかね。さっぱりその効果が上がっていな

い。運営の仕方に問題があると思います。つ

くっただけ終わってると思いますので、きちん

とお金に関することは、お金かけたらそれ以上

の効果が上がるという考え方しないと、今まで

の項目がこうだからこういうふうに予算つけま

したと、変わりありませんと、こんな説明はこ

れからまち潰しますよ。もう少ししっかりした

お考えを持っていただきたい。 

 それから、温泉管は分かりましたし、ごみ袋

も分かりました。それから、最終処分場、これ

は内容をどこかできちんと、金額的にいいのか

どうかというのは、我々何か調べないと駄目で

すね。決算審査のときやらせてもらいます。 

 答えられる範囲で、もう一度答えてくださ

い。 

○川上委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 質問にお答えさせていた

だきます。 

 まず、ゼロカーボンの推進委員でございます

が、委員のおっしゃるとおり、意味のないもの

は理解してございます。そういった意味で、

今、次の段階の計画としては、本当に七飯町と

して、具体にどういったものを施策を行ってゼ

ロカーボンを達成していくかという、具体的な

施策を定める計画に入っていくものでございま

すので、今、そういった中で、有識者の皆さん

と話ししながら、各分野の方、召集をお願いす

る形で行きますので、先ほど言ったとおり、環

境に詳しい教授で、あったりとか、そういう北

海道のそういう環境機関とかにお務めしている

方であったりとか、金融機関の方でやったり、

商工会の方、農協、観光のコンベンション協会

とか、森林組合とか、町内会の方々という形で

やりますので、そういったいろいろな視点で、

こういうものが必要だと。こういったものを

やった場合には、七飯町的にはこういう場所に

はこういうのはちょっとふさわしくないのでは

ないかという形で、いろいろ、けんけんごうご

ういろいろと議論をしていただきたいなと思っ

てございます。そういった中で、七飯町として

有益なゼロカーボンの施策はこうではないかと

いう話が、いろいろな案出てくると思うので、

そういったところで国からのどういう補助がも

らえるとかという部分も含めて、委員の皆さん

に話をしていただきたいと考えてございます。 

 そういったところで、基本的にもうゼロカー

ボンに向けた目標を立てましたので、それに向

けては、七飯町としても邁進してまいりたいと

考えてございますので、意味のない施策はしな

いように、それのゼロカーボン達成に向けて、

各種有識者の方々と意見を徴して、実際どのよ

うなものが効果的かというのを町民の代表の方

とも話ししながら、役場とかでこういうふうに

やってといっても、多分その中に町民不在であ

れば、町民の方々の協力なければゼロカーボン

というのは進まないものでございますので、そ

ういったところで、広く意見を聞きながら効果

的なものでやって、策定していきたいと考えて

ございます。 

 次、空き家についてでございますが、空き家

についても、空き家バンク等も、うちの課の所

管ではございませんが、担当課と連携しなが

ら、例えば最近リフォーム業者もいろいろと、

近隣、うちの近所も看板も出てますので、そう

いった空き家の活用の仕方というのはいろいろ

とされているのだなというのは身に感じてござ

いますが、そういった意味で、空き家バンクも

含めて、うちで、我々のほうで調査した結果、

危険な特定空家だとか、そういうランクづけも

しながら調べましたので、そういった例えば優

良なものであれば空き家バンク等にも情報を流

しながら登録していただき、御利用していただ

く。我々の課のほうに相談に来たときには、例

えば解体の補助はございますけれども、そう

いった空き家バンクについては、ほかの課のほ

うにこういう制度があるのでどうですかという

形も紹介しながら進めてまいりますので、御理

解のほどよろしくお願いいたします。 

 あと、全体的には委託料についても、やはり

いろいろと、現場と意見を徴しながら、実際、

実績どのくらい上がっているのか、支出してい
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るのかというのは、毎年度確認しながら、３年

間契約で実施してございますので、そういった

ところで、やはり委託料というのはそういった

部分も考慮しながら、精査し計上させていただ

いているというところでございますので、御理

解のほどよろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 ナンバー８ですね。健康保健セン

ターの管理運営を円滑に行うためということ

で、今回、会計年度職員の報酬とか変わってき

ているということで、人件費が増になっており

ますけれども、今年度は会計年度職員は何名

入っているのか、どうなのかということを一

つ。 

 また、委託料の中で、今年度、券売機の改修

委託料ということで、新札に対応ということ

で、札が２０年ぶりに変わるという対応かと思

います。それと、使用料及び賃借料の中で、

リースですね、賃貸料ということで７６万１,

０００円と、前年比ということで、今、法的に

新札が出るということで、企業さんあたりは補

助金が国で考えているわけですけれども、町と

しては、この券売機、リースで借りていると思

うのですけれども、この契約の中で、もし、３

０万８,０００円ということで対応する改修と

いうことになっていますけれども、本当にこの

機械で、今の機械を変えることによって、不具

合起きた場合とかのそういうところで、契約の

修繕の金額とか、何かそのあたりも教えていた

だきたいのと、今話をしましたように、国の予

算も出ていますので、券売機の予算を頂きなが

ら、新札になったときの券売機を購入するとい

うか、リースするのか買い求めるのか、そのあ

たりは考えたのかどうか、その辺ちょっとお聞

かせください。 

○川上委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 それでは、アップル温泉

の会計年度任用職員の人数でございますが、予

算計上は６名で計上してございます。 

 次に、委託料でございますが、券売機改修委

託料でございます。こちら、委員の御質問どお

り、新札対応の委託でございますが、こちらに

ついても、現在まだ具体な変わる際の、変える

際の作業の契約とか結んでございませんので、

不具合等生じた場合の対応方法については、そ

のとき協議させていただきたいと、業者さんと

協議しながらやっていきたいと考えてございま

す。 

 現在のリースの中で保守点検は行ってござい

ますが、大きな高い、高額な部品のものは、部

品のお金は別途かかると。日常的な消耗的なも

のも、リースの契約の中では対応してございま

すが、このように新札対応とかになると、ユ

ニットごと交換になる部分が出てくるのは有料

となってございますので、御理解のほどよろし

くお願いします。 

 また、その取替えの際、国でそういう新札対

応の予算、発表は見ましたけれども、この部分

のリースの部分が対応になるのかどうかという

のは、リース部分がその対応、国のその予算に

対応できているのかどうかというのも、ちょっ

と情報収集しながら行っていきたいと考えてご

ざいます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 その補修対応ですけれども、金額

的に幾らまでとかそういうことはなく、ただ機

種のそれを取り替えるとか何とかなったらこっ

ち持ちだよという、そういう契約の仕方なのか

どうなのか、ちょっとその辺もお聞かせくださ

い。 

 保健センターも会計年度職員さんにお任せし

ている状態でやって、皆さん一生懸命やってい

ただいていると思うのですけれども、これ指定

管理というのは、もうそろそろどうなのでしょ

うか、考えているのかどうなのか、その辺お聞

かせください。 

 それと、今、入浴料が９０円から上がるとい

うことで、大変好評で入浴券を年金の範囲でた

くさん買っていらっしゃる方もいますけれど

も、これ何か聞く話では、期限が何も、いつま

でも券をたくさん買ったら、ずっとそれを使っ
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ていけるというようなところで、普通であれば

期限が１年間とか、半年とか３か月とかという

期限がついて、販売しているところが多いと思

うのですけれども、この歳入のあれがいつまで

もその４９０円と２００円、また、それあたり

の収入というか、煩雑になるのではないかなと

思いますけれども、なぜ期限を決めなかったの

か、そのあたりちょっとお聞かせください。 

○川上委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 まずリースの契約でござ

いますが、保守契約は含まれると書いてござい

ますので、あくまでも保守は対応していただけ

ると。先ほど言ったユニットごと部品交換、そ

れは保守ではなく新たな新札対応。これはリー

ス契約の入札する際も、新札対応の新札自体が

どのようなもののサイズになるかとか、全く出

てなかったので、２年前のリース契約でござい

ますので、まだ新札が発表されていないので、

そのユニットはまだまだ開発できないという話

でございましたので、それは別対応ですよとい

うのは、元々の契約に入っているという形でご

ざいます。 

 あとその回数券をまとめ買いして、年度をま

たいだ場合の対応でございますが、券売機で、

券売機というか回数券、買った日の年度でお金

を収受しますので、たとえば２月、本日、券売

機例えば回数券、例えば半年分買って、今年の

９月まで使い続けたとしても、回数券は回収し

ますけれども、買った日の収入になりますの

で、まず収入が令和今日の収入になるという形

になりますので、回数券１枚出たから、窓口に

出して受け取ったからそこで２９０円、２００

円ではなくてですね、回数券まとめて買った日

の収入になってしまいますので、そういった意

味では、令和６年４月１日後は、収入として

は、例えば、４９０円とか２９０円の券が入っ

てきて、その３月３１日前に買った回数券を４

月以降に使う場合は、券は受け取りますけれど

も、収入的には今年度の収入になってしまって

いるので、という考えがあるというところでご

ざいますので、回数券の半券的には、４９０円

と４００円の券が混在しますけれども、収入自

体は買った日の収入日になりますので、例え

ば、私が２,９００円の回数券１０枚買ったと

して２万９,０００円今日買いましたとした

ら、それが４月１日に使うが何しようが、今日

町の収入になってしまうと。２万９,０００円

が本日の収入、歳入となるという形でございま

すので、４月以降に、３月３１日前に買った券

を４月に使っても、４月以降の収入にはならな

いと。ただ、前に買ってもらった回数券を出し

てもらったという形でございますので、半券的

には混在しますけれども、歳入的には混在しな

いという考えでございます。 

 また、期限を決めなかったというところでご

ざいますが、こちらについても、なかなか

ちょっとその辺まで、制度的に、回数券今まで

ずっと制度、オープンからずっとやってますけ

れども、その回数券に期限を設けたこともな

かったという現状というか、経緯もございまし

て、そういった中で、買った日の歳入というこ

とで考えてございましたので、なかなか、この

券をいつまでに使いなさいよという考えは今ま

でなかったと。それで、現在そういう対応に

なっているという形で御理解のほどよろしくお

願いします。 

 以上でございます。 

○川上委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 そうしますと、期限がないわけで

すから、忘れてずっと財布の中に入っていて、

次の年に、あっと思って、これよかったと思っ

て使いますよね。収入は、今の３月３１日まで

の収入と、そうしたら、人数と収入というのは

全然、何人が入ったから幾らではなくて、人数

は多いけれども収入は前年度分ですよという形

という解釈でよろしいでしょうか、その辺。 

○川上委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 委員のおっしゃるとお

り、収入的には回数券買った年度の収入になり

ますので、それが年度をまたいで使っても、忘

れていて１年後使っても、収入はその使った日

の収入にはならずに、購入した日の属する年度

の収入になるという考えでございますので、実

際、回数券を出して来ていただいた人数と歳入
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が合わないという現象は、回数券制度を行いな

がらずっとやってますけれども、実際ずっと毎

年度、年度をまたいで回数券使われているの

で、そういうのは発生しているという状況でご

ざいます。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

 すみません、忘れてました。 

 委託料の管理ですね。管理委託を出している

という形でございますが、今回の一般質問でも

お答えさせていただいたとおり、今後、今、会

計年度任用職員が窓口とか軽い清掃とかやって

ますけれども、あとは日中の清掃と夜間の清掃

は委託かけているという状況でございますの

で、そういったものを含めて、全部指定管理も

検討しながらという形でお答えさせていただい

たところでございますので、そうなってくれ

ば、もし仮に指定管理者が応募があり決まった

場合は、そこの法人が提案してきた内容で運営

していただくという形になるので、そういった

ものになると。今後もし仮に、プロポーザルと

かいろいろな提案、手挙げしてくれる業者いな

かった場合、最悪、そういったところ、まだし

ばらく直営でやらないとならないと考えてござ

いますので、そういった部分も、今いる会計年

度任用職員で日中の掃除もやってもらいながら

委託に回す部分を減額しながらという、そう

いった運営も考えていかなければならないと考

えてございますので、御理解のほどお願いしま

す。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 池田委員。 

○池田委員 それでは、ナンバー３のところの

アライグマ用のおりですね。これが今まであま

り見なかったのですけれども、アライグマとい

うのはやはりどの辺で生息しているのか。ま

た、これが増えてくると、農業のほうにもいろ

いろな部分で迷惑かけるのではないかなと思っ

て、今、アライグマがいる地域。 

 それから、先ほど同僚議員が言っていたごみ

袋ですね。七飯のほうは一切マージンといいま

すか、手数料入ってなくてという話を聞いたの

ですけれども、先ほど答弁あったと思うのです

けれども、これはどこが卸しているのだろうな

と思って、ちょっと不信感がありまして、その

辺教えてもらえればと思います。 

 それと、空き家対策の事業が終わったという

ことで、本当に倒壊寸前の空き家というのは、

何件ぐらい七飯町にあるのでしょうか、それを

教えてください。 

○川上委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 まず、アライグマの関係

でございますが、昨年度の会議の際、道の会議

のときには、渡島半島にも入ってきているよ

と、そろそろということでございましたが、最

近、話によりますと、近隣の隣町までは来てい

るという目撃情報がありますので、遅かれ早か

れ、もう来ているのかもしれませんが、七飯の

ほうにも近づいているというところでございま

す。 

 あと、ごみ袋については、七飯町は有料化し

てませんので、ごみは。純粋に皆さん、ごみ袋

の原材料代で購入されているという状況でござ

いますので、ごみ処理手数料は含まれてない金

額で販売しているという形でございます。 

 あと、空き家の特定空家についてでございま

すが、今ちょっと手元に資料持ってきてはござ

いませんでしたが、５０件前後だったと思うの

ですけども、後ほどちょっとその辺、崩壊しそ

うな特定空家の数、報告させていただきたいと

考えてございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 池田委員。 

○池田委員 それでは、アライグマは実質まだ

被害がないと。これから、こっちの七飯町のほ

うに向かってくるのではないかという話で安心

しました。 

 それから、特定空き家の件で、倒壊寸前な空

き家、建主は壊す、壊さないというのは自由か

もしれませんけれども、やはり隣の家の部分

に、これからも災害、台風だとかそういうの

で、屋根が飛んだとか、いろいろな部分で迷惑

講じる部分があると思うのですよね。そういう

部分を踏まえて、やっぱりそういう倒壊寸前の

空き家に関しては、建主もしくは町のほうでど
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ういうふうにしていくかということを真剣に考

えてもらわないと、近隣、隣の家の人たちが大

変困ると思うので、その辺は、行政指導のほ

う、しっかりしてもらいたいと思います。 

 それとあと、ごみ袋の件に関しては、ごみ袋

今いろいろなコンビニだとかで売ってますけれ

ども、あれを売ってる元請といいますか、そこ

はどこなのでしょうか。七飯町指定という袋の

中で、いろいろな青だとか赤だとか、いろいろ

な文書いてますけどれも、それを売ってる販売

元というのはどこなのですか。 

 以上です。 

○川上委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 まず、特定空家の崩壊し

そうな部分でございますが、そういった近隣の

方からの御相談あった場合には、所有者と連絡

しながら、至急対応してくれという形で連絡を

取って、対応させていただいているというとこ

ろでございます。 

 あと、ごみ袋の製造元でございますが、北斗

市にある業者でございますので、そこで製造し

て、各管内の販売店に卸しているという形でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 よろしいですか。 

 池田委員。 

○池田委員 それでは、ちょっとくどいけれど

も、私はもともと七飯町で売っているのかなと

思った、その概念があったものだから、しつこ

く質問しているのですけれども、では、袋の利

益というのは袋屋さんがもらってるという言い

方でいいのですか。今、先ほども同僚議員が

言ってましたけれども、多少値上げで、結構七

飯町のごみの袋が上がってきていますよと、そ

ういうのを結構聞くのだけれども、それは袋屋

さんが勝手に値段を上げているということの解

釈で七飯町は一切関係してませんと。長寿命

化、最終処分場がごみが満杯になってきていま

すよと、そういう部分でいろいろあるのですけ

れども、七飯町は袋に関しては、一切マージン

も何も取っていませんよということでいいので

すね。 

○川上委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 値上げする際、七飯町と

北斗市に、その製造元、一緒のところでありま

すので、一緒の会社が、北斗市と七飯の分つ

くってございますので、北斗市もまだ有料化し

てございませんので、袋の値段、原油高騰した

ときの相談内容としては、このぐらい上げたい

ということでの相談はあったという形でござい

ます。先ほど言いましたけれども、七飯町はま

だごみの有料化を実施してございませんので、

そういったところでは、純粋にごみ袋の値段で

売っており、有料化ではないので、七飯町には

歳入がないというところでございます。 

○川上委員長 よろしいですか。 

 池田委員。（発言する者あり） 

○池田委員 分かりました。 

 ちょっとしつこいのですけれども、であれ

ば、今、この価格競争の中で安い業者さんが七

飯町さん、私のところの袋を使ってくださいよ

と来た場合には、そちらのほうを店に、同じカ

ラーリングであればいいですよということです

か。今の値段が、例えば１５０円してました

と、うちは１３０円でいいですよと、そういう

業者さんが来た場合には、それでもどうぞお使

いくださいと、店に陳列してくださいというこ

とでいいのですよね。今の出している、つくっ

ている業者さんが独占というわけではないとい

うことでいいのですよね。 

○川上委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 委員のおっしゃるとおり

でございます。 

 自由に競争していただいて、安いところのも

ので、同じもの、同じ品質のものであれば問題

ないのかなと思っています。 

○川上委員長 課長、本当ですか、それ。誰で

も店に陳列して売ることできるのですか。ごみ

袋。できるのですか。 

 暫時休憩します。 

 午後１時、再開いたします。 

午前１１時５１分 休憩 

────────────── 

午後 １時００分 再開 
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○川上委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 環境生活課長の答弁から入ります。 

 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 すみません、貴重な時間

を頂き、ありがとうございます。 

 先ほどの説明、もっと具体に説明させていた

だきますと、今製造している業者さんというの

が、渡島管内の市町全部の分つくってございま

して、その中で大量に生産しているというとこ

ろが前提でございますが、全く今と七飯町の

使っているデザイン、あと、各数量の色とか、

２０、３０、４５、９０リットルなどのサイズ

の対応、全く同じ品質、材質、厚さなど、クリ

アでき、かつ七飯町内４０店舗の販売店がござ

います。そこの店舗に在庫、ごみ袋を切らさな

いように、常に製造して納入できるというのが

条件になってくると思いますので、そういうの

がクリアできれば可能かと思いますが、渡島管

内の市町、先ほど申し上げましたけれども、全

てのところがそこの１か所に集中して発注して

いるという状況でございますので、例えば七飯

がそこから抜けた場合、多分ごみ袋の生産ロッ

トは下がりますけれども、生産が少なくなる

と、多分ほかの市町の分のごみ袋の、値段が上

がってくるかもしれないという懸念がされます

が、対応としては同じもの以上のクオリティー

で、先ほど言った条件がクリアできれば、理論

上は可能かと考えてございます。 

 以上でございます。 

 すみません、あと、先ほどの特定空家の件数

でございますが、２７件、町内にございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 上野委員。 

○上野委員 それでは、ナンバー４です。 

 これに、自動車借上料１０７万円という数字

が出ております。これ、何台、今借りているの

かとか、１年間通して１台を借りているのかと

か、そういった借用の実態といいますか、内容

を少し説明していただきたいなと。 

 それから、２点目です。 

 今、報告がありましたナンバー７に関連して

ですけれども、これ、空き家の調査が終わった

ということですけれども、空き家そのものは何

件あったのか。特定空家は２７件というふうに

お答えになっておりましたけれども、その辺に

ついて、数字をまずお知らせいただきたいなと

思います。 

 それから、アップル温泉の件なのですけれど

も、アップル温泉の経営状況、非常に大変だと

いうことで、対策を打ち出してきているという

ことなのですが、アップル温泉のこれまでの経

営状況を見ますと、令和４年、５年、６年、赤

字が増大しています。この赤字増大の原因は何

なのか。そして、それが特定の原因であって、

それが今後起こらないという状況が生まれれ

ば、そういうアップした分の赤字は発生しない

のかというようなことを、まずお答えいただけ

ればと思います。 

○川上委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 まず、それではナンバー

４のリース車両についてでございますが、リー

スしているのは２台という形でございます。 

 次に、空き家の件数でございますが、今年度

調査した空き家の数でございますが、本町地区

が２２９件、大中山地区１６０件、藤城地区５

２件、峠下・仁山地区６０件、大沼地区１８０

件、合計６８２件が空き家となってございま

す。うち、特定空家が、先ほど言った２７件と

いう形でございます。 

 あと、アップル温泉についての赤字の状況で

ございますが、今回の一般質問、また今回の追

加資料の中で示したとおり、一番の原因という

のはやっぱり利用者数が、平成１１年からオー

プンしまして、やはり近隣の同業種の温泉施設

が建ってから、なかなかお客さんがアップル温

泉からほかのところに、新しくできた施設等と

か、そういう形で利用者数が減ったというのは

まず大きな歳入の原因であると考えてございま

す。 

 あと、オープン当初のそこの部分では、しば

らく黒字というか、収支は黒字状態であったと

いうふうに記憶してますが、やはりここ十数
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年、ずっと収入も減り経費も上がりと、収入も

減り支出も増えているという状況でございます

ので、そういった中で、なかなか収支の改善が

できないという状況でございます。 

 特に近年は、施設の老朽化も、オープン当初

は新しいですけれども、平成１１年からもう今

二十数年たってございますので、至るところの

修繕が、大きい修繕が発生してきているという

ところと、本体以外ではポンプですね、源泉の

ポンプについてもやはり老朽化してきていて、

何度か故障したり、それに伴いまして、温泉の

管とかも清掃とか補修とかしながらやってござ

いますので、やはり維持経費というのが高く

なってきているというのが赤字の原因と考えて

ございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 上野委員。 

○上野委員 先ほど、自動車の借上料につい

て、ちょっと聞き取れなかったのですけれど

も、もう一度ちょっとそれだけ。 

○川上委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 リース車両については、

２台でございます。 

○川上委員長 上野委員。 

○上野委員 ２台、これは年間通してびっちり

借りているということなのでしょうかね。よろ

しいですか。 

 ２台を年間通して利用しているということで

１００万円ということなのですけれどね。これ

はどのような車種なのかもありますけれども、

購入した場合と比べて、比較検討したことはあ

るのかどうか、それについては、後でちょっと

お伺いします。 

 それから、空き家問題なのですけれど、すご

い数が空き家になってきているということが分

かりました。そういう状況の中で、特定空家に

ついては、大分前から３５とか、こういう２７

とか、数字的にはそんなに多くはないなという

ふうには思いますけれども、今、町が対策とし

て打ち出している、この特定空家を解体する補

助金、これ、１０万円くらいでしょうか。実際

は、この１戸を解体するのには相当なお金がか

かると思うのですよ。１００万円とか１５０万

円とかね。そういう中で、１０万円ということ

であれば、ちょっとなかなか解体促進の補助金

としては不十分ではないかなというふうに思う

のですが、ほかの自治体と比べて、七飯町のこ

の１０万円程度というのは、どういう状況なの

かね。それから、本当にこれをなくしようとす

れば、もう少し対策として打ち出すべきではな

いかというふうに思います。 

 それから、空き家はこんなに数があるという

のはびっくりしましたけれども、その空き家を

うまく利用して、人口増につながるような対策

というのも考えられるのではないかと思うので

すよ。そういった点で言えば、この空き家の改

修への補助とか、それから、利用促進に向けた

何らかの対策を打ち出すべきではないかと思う

のですが、一切そういう部分での財政的な措置

が考えられていないのですが、その辺について

どう考えるのか、お伺いをします。 

 それから、アップル温泉の件なのですが、近

隣で温泉がいっぱい出てきて、利用が減ったと

いうのが一番の原因だというふうにおっしゃっ

ておりました。アップル温泉も古くなってき

て、やっぱりそういう魅力が薄れてきていると

いうのは確かにあると思うのですよ。それで、

このアップル温泉の赤字対策として、いろいろ

対策は考えられると思いますよね。一つは、改

修してもう少し快適な温泉になるように改修す

るということもあるでしょうしね。ただ、今の

利用料金を見ますと、大人で一般で４００円と

いうのは、近隣に比べたら非常に安いですよ

ね。それから、高齢者が半額の２００円という

のも、これ非常に安いという有利な面が非常に

あると思うのですよ。そういうようなことを考

えますと、値上げではなくて、それを利用した

何らかの利用促進策などを考えるという方法も

あるかなと思いますけれどもね。例えば、利用

の少ない曜日に無料バスを走らせるだとか、何

かいろいろ対策は、このアップル温泉の赤字対

策としてもう少し全般的に検討していく必要は

あるのではないかなと思うのですが、その辺に

ついて。 
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○川上委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 まず、空き家対策の部分

でございますが、我々の今回策定させていただ

いた計画を基に、各部署の、先ほど同僚委員か

らの御質問もありましたけれども、空き家バン

クとかつなげたり、そういったものも、空き家

の所有者の方々から相談あった場合はつなげな

がら、そういったものを利用して、七飯に住む

ときに、こういう空き家あるから借りてみよう

かとか、そういったＰＲもしながらの移住・定

住促進も含めて、関係課と協力しながら行って

いきたいと思ってございます。 

 また、老朽化してもう特定空家、もしくは特

定空家に近いような建物については、先ほど上

野委員からの御質問もありましたけれども、今

の補助金が高いのか安いのか、その辺他の自治

体と比較はしてございませんが、そういったも

のも研究しながら、移住・定住につなげられる

ようなものの施策についても、各課の移住・定

住担当とか、空き家バンクの担当と連携しなが

ら、縦割りではなく一丸となって考えていきた

いと考えてございます。 

 あと、アップル温泉についてでございます

が、委員の御指摘どおり、アップル温泉に行き

たいなと思われるような魅力のあるような施設

にしたいというふうには考えてございます。昨

年度は、畳の部屋の一部を軽いスポーツできる

ような、介護予防とかの事業で使えるような、

軽体操とかできるように、床材を畳から、体育

館でよくあるようなクッションフロア、跳ねて

も運動しても体に負担のかからないような床材

に替えて、そういった介護予防とか軽スポーツ

を楽しむ方を呼び込むための改修はさせていた

だいてございますが、まだまだ利用者というの

は戻ってきてないというのは現状でございます

ので、委員の御指摘どおり、いろいろな部分を

できる範囲で改修しながら、利用者がまた来た

いと思えるような施設に改修していきたいと考

えてございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

 江口委員。 

○江口委員 共通様式７番に関して聞きたいこ

とがあったのですけれども、今、同僚議員が聞

いた空き家のことで、町で考えている、町で示

している空き家に関しての基準、解体するに当

たっての基準を聞かせてもらいたいなというこ

とが一つですね。 

 同じく同僚議員から、空き家等の活用促進の

話出ていたのですけれども、町の、今先ほど課

長の説明の中にあった６８２件のうち、移住促

進協議会との連携による相談体制の構築という

部分、書類いただいているのですけれども、そ

の中にある移住に使えそうな建物の数を聞かせ

てもらいたいなということと、あともう一つ

が、共通様式１１番の事業目的、廃棄物処理業

務を円滑に行うための部分の廃棄物収集運搬及

び処理施設管理業務委託料の７５０万円上がっ

た、薬剤等の金額だというふうに先ほど答弁申

してらっしゃったのですけれども、それの内訳

をちょっと聞かせていただきたいなというとこ

ろ。 

 あと、もう一つなのですけれども、アップル

温泉の赤字のことに関してなのですけれども、

入浴料以外の収益というのはほかに何があるか

ということをちょっと聞かせていただければ助

かります。 

 以上です。 

○川上委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 まずそれでは、今６８２

件あるうちの、例えば小規模修繕により再利用

が可能であるという物件については２２７件。

管理が行き届いていないが、当面の保安上の危

険は少ないが２４２件。管理が行き届いておら

ず、損傷が激しいため保安上危険となるおそれ

がある、１８６件。倒壊の危険があり、修繕や

解体などの緊急度が高い、これが２７件。この

２７件が特定空家で、それに準ずるものが１８

６件。その他、先ほど言った２２７件と２４２

件は、ある程度の改修すれば再利用が可能であ

るというふうに調査結果が出てございます。 

 あと、特定空き家とかの判定基準とかの部分

でございますが、こちらについては、判定基準
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ございまして、現地調査で、まずは屋根、外

壁、基礎等の外観をまずチェックさせていただ

いて、その中で傾きがあるとか、壁が、屋根が

崩れている、崩壊しているとか、そういったも

のも基準に不良度判定調査等がございまして、

例えば敷地もあるのですけれども、建物的には

屋根のふき材、屋根の状況が著しく損傷、変形

とか、軒の崩落、脱落とか、外壁の状況が著し

い損傷、一部損壊とか、そういったものの躯体

の部分を全部調べて、点数を評価してやってい

るというところでございます。 

 続きまして、廃棄物収集の７５０万円、薬剤

とかもあるのですけれども、全般的にやはり労

務費とか光熱水費も上がっていると。特に、最

終処分場、薬剤、水を中和するような、クリー

ンにするような薬剤も使いながら実施している

ので、そういうのも上がってきているというと

ころでございますので、まず委託先の社員さ

ん、職員さんについては、まずはここ令和３年

度からの比較でございますが、３年もたち、そ

れぞれ定期昇給などで人件費も上がっていて、

人件費の単価自体も上がっているというのはま

ず大きいと。まず光熱水費でございますが、一

般廃棄物処理場はポンプアップとかで、結構ポ

ンプとかで水とかをくみ上げたりやってござい

ますので、そういった電気とか、そういった光

熱水費、電気料というのは非常に上がっている

というところがまずあります。あとは、消耗品

関係、薬剤も含めた消耗品関係についても、や

はり３年前に比べればかなりの高騰をしている

ということで、また、人件費も１人分また前回

の積算よりちょっと増えているところもござい

ますので、現場の実態に合わせた人数に合わせ

て、実際人数についても増えたりしている状況

でございますので、その中で、リサイクルセン

ターも最終処分場も動いている、ぎりぎりの状

態で動いているという状況でございますので、

そういった意味で、人件費、人数等いろいろな

要因があって７５２万４,０００円増加したと

いうところでございます。 

 あと、すみません、アップル温泉の利用料以

外の収入でございますが、まずは、アップル温

泉本体の収入といたしましては、マッサージ

チェア等使っていただいたり、コイン入れて

使っていただいているので、そういったものの

収入がございます。ちょっとお待ちください

ね。（発言する者あり） 

 まずは、使用電話は赤電話ですけれどもさほ

ど金額はないのですけれども、自動販売機設置

手数料で年間８８万８,０００円ほど、あと、

源泉ポンプですね、衛生センターの斜め向かい

にあるポンプの電気代については、温泉を使っ

ているデイサービスセンター、養護老人ホー

ム、２か所に負担してもらって、電気代全て負

担していただいているところでございます。ま

ずは、七飯町のほうにポンプの電気代が請求来

ますけれども、我々が一回払って、それを全額

２社でバックしていただいている収入が３２４

万円、あとは、石けんの売り掛けが１１万７,

０００円、マッサージチェアが２４万１,００

０円という形で収入があるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○川上委員長 江口委員。 

○江口委員 ちょっとまとめます。 

 まず、空き家のことなのですけれども、相談

件数が今何件あるか確認したいところが、自分

でちょっと聞きそびれてしまったのですけれど

も、今回、解体する予定である件数が何件かと

いうこと。これは年度の途中で予算足りなく

なって、これ以上解体できませんというふうに

声が聞こえてきた部分がちょっとあったので、

足りるような予算にしてもらいたいなという考

え方で、ちょっと聞きたかったので、これはお

願いしたいです。 

 ごめんなさいね、見えないな。こっちはもう

いいとして。 

 まず、アップル温泉の件に関しては、マッ

サージ使用料２４万１,０００円、昨年たしか

２３万８,０００円か、たしかそういう計算に

なっていたはずなのですけれども、ほぼほぼ売

上げは変わらないのですか。（発言する者あ

り） 

 マッサージ機はほぼほぼ売上げは変わらない
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のですか。その辺ちょっと、何かほぼほぼ売上

げ変わらないなとちょっと気になった部分が

あったものですから。石けん代に関しても、昨

年とさほど変わってない部分があって、それ

ちょっと気になったのですよ。 

 同僚議員も言ってましたけれども、赤字を

やっぱり何とかしたい部分があるなというのが

考え方で。町では赤字改善のことに対して、予

算の中でどういうふうな動きを増やせるかなと

いうのをお聞きしたいです。お願いします。 

○川上委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 まずは、解体の予算でご

ざいますが、令和６年度については２件という

ことで、昨年比１件多めの予算を取ってござい

ます。 

 現在も解体等に対する御相談というのは、お

電話、窓口等で来てございますので、令和５年

度については、途中で補正させていただいて対

応させていただいたりしてございましたので、

委員の御指摘どおり、予算がないからちょっと

少し待ってくれというようなことがないよう

に、御相談ありましたら、予算それで執行済み

でもうなければすぐ、その直後の議会のほうで

補正予算の提案をさせていただきながら対応し

ていきたいと考えてございます。 

 あと、アップル温泉のいろいろな雑入とか収

入について、昨年度と変わりないのではないか

というところでございます。確かに、実際、令

和５年度もこの人数でやっていただいて、利用

者数も、健康センター使用料の全体の利用者数

も昨年度と同じ見込みでやらせていただいてご

ざいます。その中で、まずは仮でこの人数、利

用者数、まずは最低でも確保しなければならな

いという基準をここに定めてさせていただい

て、運営させていただくという形でやってござ

いますので、それの今予算計上した金額を下回

らないように、まずはそれ以上のものを出せる

ように、運営は頑張っていきたいと考えてござ

いますので、まずは、この予算がこれ以下にな

らないような目標という形で掲げさせていただ

いてございますので、御理解のほどよろしくお

願いします。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 中川委員。 

○中川委員 まず、ナンバー５の合同納骨塚の

使用料で１０５万円入っているのですけれど

も、これの現状はどれくらいになっているのか

というのと、あと、まず現状ですね。 

 償還金のほうの未使用墓地の関係で、どれく

らいあと残ってるというか、あるのかなという

のと、それと、ナンバー６、七飯町のゼロカー

ボン推進協議会、先ほどもありましたけれど

も、これの町民の方々、いろいろな分野の町民

の方々を入れて組織してやっていくということ

なのですけれども、この協議会の委員会自体な

いと何かまずい、要は補助金申請のときに、各

自治体で協議会を持ってなければ駄目だとか、

そういうものがあるのか。ただ単に、七飯町独

自としてやっていく委員会なのか。あと、ゼロ

カーボン達成目標で、町でこれ令和５年に出さ

れてるものもありますので、その中で、こうい

うものを決めていくときは実際やっぱり専門分

野の、ここでいくと、民間のこの分野に詳しい

会社さんが町に依頼されて作成しているという

ことなのですけれども、やっぱりこういう詳し

くやるときには、こういう専門的なところに、

どっちみち委託したり何だりということが出て

くると思うのですけれども、この今の委員会の

必要性と中身ですね。先ほどもお答えしたかも

しれませんけれども、もう一度お願いいたしま

す。 

 あと、その下のゼロカーボン塾出席のためと

いう旅費なのですけれども、これはこの推進協

議会の旅費なのかどうかということ。 

 それと、ナンバー７の負担金のところで、北

海道アイヌ振興対策事業推進協議会負担金で

４,０００円なのですけれども、これは新規加

入ということで、アイヌの会に入る何かあるの

かなというのと、また、町内にアイヌの方とか

はどれくらい住んでるのかなということ。 

 それと、ナンバー８の健康センター管理費の

中の委託料で、環境整備業務委託料の内訳

ちょっと教えていただきたいなというのと、あ

と、施設清掃業務委託料の１,３９６万６,００
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０円というところで、これとともに単価の増と

いうこともありますので、その業務内容を教え

ていただきたいなというのと、あと、追加資料

で頂いた資料なのですけれども、歳入のところ

の参考２のところで、私がちょっとよく分かっ

てなくて教えていただきたいのですけれども、

入湯税というのは町に入ってくるのだろうなと

は思うのですけれども、温泉を経営してるとこ

ろにも入っていくということなのですか。ここ

に、参考２の入湯税も入ってきた場合の事例が

載っていたので。 

 それと、あと、ナンバー９で、不法投棄監視

ということで、ちょっと違う課かもしれないの

ですけれども、要は道路だとかに結構ごみ落ち

ているものとかもここの予算なのかどうかとい

うことと、道路維持のほうであれば、それはそ

れで違うと言っていただければ。 

 あと、ナンバー１１の最終処分場の実施設計

委託料が出てきているのですけれども、これの

もうちょっとこの内訳を教えていただきたいな

と思います。 

 以上です。 

○川上委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 暫時休憩お願いします。

調べたいことがあって。５分ぐらい頂ければ。

合同納骨塚にあと何体入るか、正確な数字押さ

えてなかったもので。 

○川上委員長 暫時休憩します。 

 １時５０分。 

午後 １時３５分 休憩 

────────────── 

午後 １時５１分 再開 

○川上委員長 それでは、休憩前に引き続き、

再開いたします。 

 環境生活課長の答弁から始めます。 

 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 大変貴重な時間を費やし

てしまい、大変申し訳ございません。 

 まずそれでは、ナンバー５の合同納骨塚の現

在の状況でございますが、一応１,５００体収

納可能のうち、今日現在で３５０人入ってござ

いますので、残り１,１４８まだ収納が可能か

と考えてございます。 

 また、償還金の未使用墓地返還金でございま

すが、こちら予算については４８万円見てます

けれども、５件分で９万６,０００円の５件分

という形で、未使用の、墓の墓地のスペース買

いましたけれども、墓地も建てずにそのまま返

すという方のためのものでございます。 

 あと次、ゼロカーボンについてでございます

が、まず、この協議会設立した際に、令和５年

の計画のときも協議会設置したのですけれど

も、今回、そこの令和５年でゼロカーボンの目

標値を委託で掲げさせていただいたので、その

具体な目標値に対して、今後、令和６年度で七

飯町の温暖化対策推進実行計画（区域施策編）

というものをつくりたいと考えてございます。

それは、先ほど議員が御質問の中で言われた令

和５年につくった計画のもの、それの目標に対

して具体にどのような施策とか町民に対して例

えば太陽光パネルを補助しますよとか、酪農家

のふんを使ってバイオガス発電しますよとか、

そういう具体な内容を令和６年で決めていきた

いと。具体な方向性を決めて、議員の御質問に

あった何年までに、２０３０年まで、中間まで

にこの数値にして、２０５０年はこれにしたい

と。その道筋に対する手法というのですかね、

細かな手法を決めていくための協議会をつくり

たいという形で、今そのメンバーを、予算を取

らせていただくという形でございます。 

 こちらについては、特にこれ国庫補助でもな

いし、この委託については、この策定するに当

たって業者に委託しないで、自前で策定したい

と考えてございますので、今回、新たな実行計

画をつくる際は、委員報酬とその旅費、例えば

費用弁償ですね、その部分だけで賄いたいと考

えてございます。外部には委託しないで検討会

議で決めていくと、そういう流れでございま

す。 

 ゼロカーボン塾でございますが、こちらゼロ

カーボン塾というのは、北海道でゼロカーボン

塾というものをで企画してございまして、その

中で七飯町も今後今新しく区域施策編の実行計

画をつくるので、いろいろな各地の先進地事例
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を、そういうので見に行くというものが企画さ

れてございますので、そういうのに参加してい

くために予算計上をさせていただきました。 

 次は、アップル温泉の委託の環境整備業務委

託ですね。まずは環境整備業務委託５３万１,

０００円なのですが、こちらはシルバー人材セ

ンターに委託しているものでございますが、

ちょっとお待ちくださいね、積算資料を今。 

 すみません。まず、芝生の刈り込みが５月か

ら１０月の間、月１回でやります。１時間当た

り１,１２０円の８時間の３人掛ける６回とい

う形でございます。それに、芝刈り機の損料も

込みと。それに対して芝刈りした集草、除草と

いう形で同じく行います。あとは、草の投棄、

刈り取った草を捨てに行くというのがメインで

ございますので、主に外構の草刈り、そして除

草、草のその分を運んで捨てるというのが、年

間５月から１０月に行うものでございます。 

 続きまして、施設内清掃業務でございます

が、こちらについては、まず日常清掃というも

のが朝８時から１時半、３０分休憩して２時半

から夜の８時までというのが、２名掛ける５時

間で行っております。こちらについては、アッ

プル温泉の日中清掃していただいている方のも

のでございます。そちらの方の人件費、交通

費、社保、健康診断、制服等でございます。あ

とは、２２時、夜中の１０時から翌１時までの

３時間、深夜の閉館終わった後に４名掛ける３

時間で、浴室の清掃を行うという形のものでご

ざいます。こちらについても、その方々の交通

費であったり労災等でございます。それが、日

常清掃については年間３,１３０時間、室内清

掃については４名で３,７５６時間実施してい

るものでございます。 

 あと、アップル温泉の追加資料の部分の参考

２のところでございますが、入湯税についてで

ございますが、こちらについては実際お客様が

例えば現在であれば４００円、４月から４９０

円、例えば大人の方が払われて、４００円払わ

れて、３５０円が健康センターの使用料、５０

円が入湯税という形で、町に両方とも入ってく

るのですけれども、入湯税は税務課のほうの管

轄の収入になるということで、残りの３５０円

が健康センターの運営の経費という形でござい

ますので、御理解のほどよろしくお願いしま

す。 

 不法投棄でございます。まずは道路にあるポ

イ捨てされているものとか不法投棄のものの対

応についてですが、担当は我々の課ほうで行っ

ておりまして、こちらのナンバー９でございま

すが、ナンバー９の廃棄物対策費でございます

が、こちらに１、報酬とございまして、こちら

で不法投棄のパトロールとか、道路のごみの回

収とか、一応４名中２名、そちらの専用で道路

のごみとか不法投棄のパトロールをしていただ

いているという形で、見つけた際は回収とか

行っているというところでございます。 

 あと、最終処分場の実施設計ですね。延命

化、最終処分場の……。 

 すみません、アイヌの負担金ですね。まずは

ナンバー７の負担金、アイヌ振興対策事業推進

協議会負担金４,０００円でございます。こち

らについて、今年度、予算が生涯教育課につい

て、生涯教育課の令和５年度の補正で生涯教育

のほうに予算ついて、商工観光課のほうでコン

サートをしていたと思うのですけれども、その

際、このアイヌの協会の補助金を活用して実施

したという形でございます。担当課において、

令和６年度以降も継続して事業を行っていくと

いう形のものを取るということでございますの

で、私どもの担当課のほうに、アイヌの補助を

いただいている団体の負担金、協会に加入した

負担金を予算計上して、うちのほうから支出す

るという形でございます。 

 ちなみに、アイヌの方、七飯町に居住の人数

でございますが、特に現状、私どもでアイヌの

方が何人いるかというのは具体な人数は押さえ

ていないというところでございます。御理解の

ほどお願いします。 

 あとは、先ほど言った最終処分場の委託でご

ざいますが、最終処分場残容量調査及び堰堤工

事実施設計委託でございますが、こちらについ

て、今の一般廃棄物最終処分場のほう、このま

まで行くと、令和１２年、令和１３年度には新
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しいものをオープンさせないと、今の容量が

オーバーしてしまうという流れのままで、今後

のものとして、今の最終処分場の残りの、まず

はどのくらい入るのか、ごみの受入れが可能な

のかという調査を行って、そして、堰堤とい

う、要は囲いですね。ごみが流れ崩れないよう

に囲いをまず１期目の部分の堰堤を工事する

と。それで、残容量に対して、ここの堰堤で

いっぱいだよというものの実施設計を行い、さ

らにそれから延命化ということで、今ある処分

場の１０％未満であれば、道のほうで、北海道

のほうで、拡大というか延命化ということで、

ちょっと容量を大きくしていいですよと、１０

％未満であればということで、その堰堤をつ

くったもののところに、まだ次の増築をすると

いうのですか、増加させるための堰堤の工事の

設計を行うというものでございます。 

 あと、それにあわせて、今あるところの最終

処分場と今後考えているところの、新しくつく

ろうとしている場所の測量も併せて行うという

のが、この委託内容となっているものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 まず、合同納骨塚で３５０人が使

用されているということで、残っているのが

１,１５０弱ということなのですけれども、こ

の合同納骨塚の周知といいますか、そういうの

とかというのはどういうところに入っているの

ですか。 

 あと、ナンバー６のゼロカーボン推進協議会

の委員会のことなのですけれども、令和５年も

設置していたと、設置してこれをつくったと、

ゼロカーボン達成目標をつくったということだ

と思うのですけれども、ちょっと先ほどの説

明、ちょっと私の取り方がおかしいのかもしれ

ないですけれども、私の取り方だと、令和６年

は、今度は実際に細かい中身をつくっていく、

バイオガスの具体的なものを出していくという

ことだったと思うのですけれども、それに関し

ては外部委託しないで、この委員さんでやって

いくというふうに答弁されたと私は取ったので

すけれども、逆に、この達成目標でつくった中

でも、やっぱりいろいろなもの出てますよね、

バイオマスを使うとか、太陽光だとか、木だと

か、いろいろなものというのが出てますよね。

その中で、具体的に今度それを具体化していく

というときに、町民のそれぞれの分野の方々と

いうことですけれども、町民の方々で、その具

体的なものをやっていけるのかなと。逆に言っ

たら、外部委託してそういう専門のところで

やっていかないと、具体的なものが今度できて

こないというか、最終的に具体的なものをつく

るときは外部委託と、二重手間になってしまう

のではないかなというふうにちょっと感じたも

ので、そこを１点。 

 あと、ナンバー７のアイヌの振興対策補助金

事業ということで、現状、七飯町にアイヌの方

がいらっしゃるかどうかも分からないというこ

とで、ただ、今の説明だとアイヌの関係の補助

金で事業を行ったという兼ね合いで、この協議

会にも入るということだと思うのですけれど

も、ただ、たしか昨年もあったと思うのですけ

れども、商工観光だったかな、そこで音楽祭だ

とかといったのはあったと思いますけれども、

ちょっとそのときも議論されたかもしれません

けれども、そもそもこのアイヌの関係というの

は歴史であり、要は勉強的な、文化的なものと

いうことで、生涯教育の予算に入るのではない

かなというふうに思うのですよ。今回のこの北

海道アイヌ振興対策事業推進協議会の負担金

も、本来であれば生涯教育で上げてくるもので

はないのかなと。何で環境生活課から上がって

きてるのかなと、先ほどの説明聞いたら、とい

うのが１点。 

 あとは、ナンバー８のアップル温泉ですね。

環境整備というので、外構の周りの草刈りだと

か、庭的なものの手入れということだと思うの

ですよ。あとは、室内清掃も、単純に室内の清

掃と浴室は営業してないときにやらなければな

いということですけれども、この２点は、本来

自社でやれないのかな、という、もともとがと

いうふうに思うのですけれども、今までは外部

委託してやってきてましたけれども、お金が、
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アップル温泉自体がもうかって収益が取れて、

その中で外部委託して、庭も業者さんに委託で

出して、室内の清掃も業者さんに出してという

のであれば、まだ分かるのですけれども、やっ

ぱりここずっと何年間も赤字だとかという話が

出てた中で、何でそういう、自分らで例えば草

刈りは月に一回みんなでやろうよとか、そうい

う考えをされないのかなと。室内清掃のほうも

同様ですね。 

 あと、ナンバー９の不法投棄の件で、これは

投げる方がよくないのですけれども、ただ、町

内も、どこどこと言ったら多分切りないかもし

れませんけれども、函館新道の側道が実際結構

目についてしまっている。やっぱり私自身も見

ますけれども、いろいろな方からも言われて、

すぐきれいにしてくれているとは思うのです

よ。ただ、きれいにされた後にも汚くなるか

ら、ちょっと本当に人のモラル的なものなので

すけれども、何とかただ拾うだけではなくて、

難しいですけれども、これはちょっと難しいの

ですけれども、防げるようなものが何かそうい

う取組ないのかなと。ただ拾うだけではなく

て、その辺どういう話ししながら進めてるのか

ということ。 

 あと、最終処分場で、まずは、今あるところ

を増やしてということなのですけれども、これ

は増やしてから１０％以内でさらにということ

だと思うのですけれども、まず取り急ぎは、こ

ちら実施設計ですから、取り急ぎはこちらで進

めると思うのですけれども、これをやったら、

まずはどれくらい延命というか、今の状態でさ

れていくのかというのをお願いします。 

○川上委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 それでは、まずは合同納

骨塚の周知等ですが、まず実績的に今年度は途

中までですけれども７９体、墓じまいして合同

納骨塚とかという形の方も多いのですけれど

も、そういった形で御利用はされているという

形でございます。年々、今年度だけで先ほど

言った３５３体中、今年だけで約８０体という

ことでございますので、ある程度の認知度は上

がってきていると考えてございますが、最近は

やっぱり墓じまいする方が多いというのが現状

でございますので、そういった意味で増えてい

るのかなと思いますけれども、今そういう流れ

になってきているので、周知のほうも随時行い

ながら運営していきたいと考えてございます。 

 あと、ゼロカーボンの考えなのですけれど

も、実は同じメンバー、今年度の策定委員会の

ほぼ同じメンバーであろうと、代表者の方が替

わらなければ同じメンバーかなと思ってまし

て、その同じメンバーが、令和５年度の議員先

ほど示していただいた目標値の委託の計画をつ

くったメンバーなので、ある程度の知識は蓄え

られているという、まずそこが１点と、あと、

実際ある程度の、今令和６年度にもう一歩踏み

込んだ具体な計画をつくろうと、私、答弁させ

ていただきましたが、その素案についても、今

回受託していただいたゼロカーボンの今年の委

託先の業者さんと一緒に、ある程度の施策の

案、素案というものをつくらせていただいてい

て、その素案について、まずは何種類かの素案

について、検討委員会、協議会に出して、七飯

町だったらこれがいいのではないかという専門

家のメンバーの皆さんに、ある程度の意見をい

ただきながら、目標達成のための施策というこ

とで、具体なものを、例えば町民の役割とか、

行政の役割とか、そういったところのものの実

際こういうものに町は力を入れていきますよと

いう、このものを、もう少し町民の皆さんに、

こういうことをしますので、皆さん協力してく

ださい。例えばこういうのをやれば町から補助

金出ますとか、具体なもの施策を示していきた

いと考えてございますので。ある程度の基本

は、現在もう受注していただいた業者と我々で

素案はつくってあるので、何種類か、そのもの

をこの協議会のメンバーに諮って、いろいろと

意見を聞きながら完成させていきたいと考えて

ございます。そういったところで、今年度は業

者には委託せずに自前でやっていきたいと考え

てございます。 

 実際、アイヌの予算についても、今年度の補

正のときも多分そういう、最初商工観光課で予

算計上して、生涯教育について、その流れは存
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じておりましたが、今回、アイヌの関係の、実

際生涯教育の部分のアイヌの関係であれば生涯

教育も非常に重要なポジション、仕事もしてい

るのであれなのですけれども、実際、我々の環

境生活課のほうも、北海道とか環境部とかにア

イヌの関係もございますので、たまたま書類等

とかもいろいろとアイヌの関係、我々のほうに

も届くこともありますので、包括的に全体的に

我々のほうが受けて、事業は商工であったり、

予算は生涯局であっても、我々と連携しなが

ら、こういうのが来たからこういうふうにしま

しょうという形で、いろいろと横断的に、課を

またいで横断的にやっていくという形を取らせ

ていただきたいと考えてございまして、環境生

活課に負担金のほうをつけさせていただいたと

いうのが経緯でございます。 

 次に、アップル温泉の清掃委託等について、

自前でという形でございますが、確かに昔は収

益がよかったので、委託していたのでもよかっ

たけれども、現在収益が悪いからその辺の経費

はという、議員の御指摘どおりだと考えてござ

いますので、今後、先ほどの同僚の議員さんに

もお答えしたのですけれども、そういった経費

の削減というか、自前でできるものは自前です

るような形で、今後どこまでできるのか、どこ

を外部に委託してどこまで自分でできるのかと

いうものを仕分けしながら、検討して、研究し

てまいりたいところでございますので、その辺

については御理解のほどお願いいたします。 

 あと、最終処分場について、議員のおっしゃ

るとおり、今使っている最終処分場をまず確定

させて、堰堤をつくって延命化して、それで大

体２.５年から３年延命化できると考えてござ

います。延命化しなかったら、令和１１年、１

０年ぐらいでいっぱいになるであろうと。平成

２８年に実施調査委託、残容量をやったのです

けれども、調査したときの推定の容量と毎年の

ごみを捨てる量は大体ほぼほぼ同じなので、平

成２８年度に調査した結果でいうとそのぐらい

かなと思いますので、それから新たな３期目の

新たな工事を、実施設計等とかやっていきたい

と考えてございます。 

 以上でございます。 

 あと、不法投棄ですね。不法投棄について

も、今まで今年度どういうふうにやってきたか

という一例なのですけれども、あまりにもひど

い、例えば、議員おっしゃる側道が多いのです

けれども、側道の上りと下りの間のトンネルで

すか、そういうところも結構ごみたまってい

て、あると。そういうので、監視カメラをつけ

て警察と一緒に対応して、一時的にはなくなっ

て、その同じ人はやらなくなるのですけれど

も、また新たな人がと、いたちごっこになるの

で、看板等とかそういうカメラ、モーションカ

メラ、あまりちょっとネットで流れていてあれ

なのですけれども、フェイクカメラとかもある

ので、そういうのも生かしながら、抑制に努め

てまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 まず、ナンバー６のゼロカーボン

の協議会のほうは、要はもう今年度の、先ほど

言った詳細的な一歩踏み込んだ内容というの

は、もう前回つくったところと話しして、ある

程度素案が出来上がっていると。あくまでも出

来上がっているものを、協議会に見てもらって

進めていくということでよろしいですか。 

 あとは、ナンバー７、アイヌの関係なのです

けれども、課長は北海道でも環境部であるとい

うことだったので、環境課ということなのです

けれども、環境なのですか。いつもこの事業を

やるときに、アイヌ文化をどうたらこうたらと

かという説明で、事業の予算が来たりというこ

とがあったので、なので、そういう文化的なも

のでいくと、本来やっぱり生涯教育なり、生涯

教育ですよね、うちのまちでいったら、それが

合うポジションというのはね。だから、環境に

対する、環境生活に入っている理由がもう

ちょっと欲しいなといったらあれなのですけれ

ども、ちょっと私の中では、先ほど言ったいろ

いろな事業、音楽祭だとかでやったという中で

いくと、本来は生涯教育課ではないのかなとい

うふうに思います。 

 あと、最終処分場なのですけれども、取りあ
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えずまずは３年間延命ができるということで、

それも早急にやらないとまずいと思うので、今

回出してきていると思うのですけれども、今回

出したものの２年半から３年の延命ができる中

で、次の策まで問題なくスムーズにスケジュー

ル的につながっていけるのかどうか。 

○川上委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 まずは、アイヌの予算で

ございますが、議員のおっしゃられることも確

かでございます。アイヌの伝承的な活動とか、

生涯教育の部分も色濃くございます。そういっ

た意味では、議員のおっしゃるとおりのことも

理解してございます。ただ、我々のほうも、ア

イヌのほうも、目立たないところでありますけ

れども、環境部門のほうで、道も環境部局のほ

うで所管されていて、書類等もいろいろ通知

も、いろいろなやり取りも、我々も、そんな目

立った仕事ではないのですけれども、七飯はそ

んなにアイヌの方とか、そういうものというの

はなかなかないので、目立ってはないのですけ

れども、書類のやり取りとかが結構ございます

ので、そういった意味合いで、今回我々のほう

に配当、予算計上させていただいたという形で

ございますので、議員のおっしゃることは確か

でございますので、そういった意味では予算は

こちらにつきますけれども、いろいろと生涯教

育の部門も観光の部門も一緒に、縦割りではな

く、全体的に包括的にやっていきたいというふ

うに考えてございますので、その辺については

御理解のほどよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 あと、最終処分場についてでございますが、

一応流れ的には、まずは先ほど、今回お願いし

ている実施設計ですね、延命化の実施設計を終

わりまして、それの終わり次第、次の新しい処

分場の部分の着手についても行いながら、延命

化した後の今の処分場があふれないような状態

で、次の新しいところに移行したいと考えてご

ざいますので、その辺についてはスムーズに、

町民の皆様に御迷惑をかけないような形で、計

画的に進めてまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 アイヌの件なのですけれども、

ちょっとしつこいようなのですけれども、課長

がおっしゃる環境ということですけれども、逆

に環境部、環境関係の北海道なら北海道と七飯

町が、環境を通して何かアイヌの関連でやって

いるものがあるのであれば、それをおっしゃっ

ていただきたいというのと、まずそれですね、

それがあるのであれば教えてください。 

○川上委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 委員の御指摘でございま

すけども、実際この書類のこういう通知とか、

アイヌ振興のこういう負担金の加入の御案内

も、直接うちの課に届いたというところもござ

います。 

 そういった意味で、七飯町、なかなかアイヌ

のものというのは、アイヌの方というのは、そ

ういう事業といいますか、そういうものを今ま

でそんなにやってないというところで、あまり

事業的には目立ってないところがありますけれ

ども、いろいろいろなアイヌに関する通知と

か、全道的に通知とか出されるときもあるの

で、そういったものがうちに届いたりとかして

るのが多々ございますので、ただ委員のおっ

しゃるような、道と我々の事業というのは今ま

では行ってないので、そういう通知とか書類の

やり取りとか、そういう形でのやり取りしかな

いというところでございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 今まで七飯町との事業はないとい

うことだったのですけれども、何で私こんなに

しつこく言うかというと、前回のアイヌ関連の

補助のときには、上がってきた予算に対して、

生涯教育で出すべきだとか、商工だとか、どっ

ちだとかという議論が、似たようなことがなさ

れたのです。けれども、今の課長の説明でいく

と、そもそも環境生活課で上げるべきものだと

いうことで、今回上げてますよね。であれば、

前回のときにも環境生活の名前が上がってくる

べきであって、何で今回だけ環境生活が、会議

的なものが環境生活で、実際に行うのは前回の
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事例のときも中身を聞いたら生涯教育、けれど

も音楽やるから商工観光とか、はっきり言って

ちょっと用途というか、その内容がちょっとふ

らふらだったイメージがあるのですよ。ですか

ら、事業的なもの、このアイヌの協会に入って

いろいろ事業をやっていくというのはいいと思

うのですけれども、やっぱりついた予算が、ア

イヌ関係の予算がつきました。今回はこっちで

やってくれ、あっちでやってくれではなくて、

やっぱり前回のときもアイヌ文化を振興してい

くというような説明でやってきたのですよね。

今回も、アイヌ文化とは入ってませんけれど

も、アイヌの振興対策の協議会ということです

から、やっぱりそういう文化的なものを広めて

いくための協議会だと思うのですよ。となる

と、うちの場合で言ったら、やっぱり生涯教育

なのかなと思うのですけれども、その辺につい

て。 

○川上委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 それでは、アイヌのこの

振興対策事業推進協議会なのですが、こちらに

ついて、委員のおっしゃられるとおりで、いろ

いろと実際七飯町で今年度やっていたことにつ

いては、委員の御指摘どおりでございます。 

 この北海道アイヌ振興対策事業推進協議会、

ございまして、ここの協議会を通して、例えば

アイヌの方に資するいろいろな例えば農林水産

とか漁業とか、いろいろな事業のアイヌの対策

補助金とか、そういったものに情報提供とか、

先ほど言った音楽祭のほかに、そういう例えば

アイヌの方が例えばいらっしゃって農家やって

いて、そういう方々のための対策として、こう

いう補助がありますよとかというのも全部、全

てのアイヌに関するそういう補助関係とか、事

業のほかに事業費とか補助関係の細かいこと

も、この協会でいろいろと通知出されたり、例

えばお知らせいただいたりということで、いろ

いろな意味のそういうアイヌの対策、イベント

のほかにもそういう事業もやってございますの

で、そういったところで今回、我々のほうに予

算計上となった経緯でございますので、そう

いったいろいろなものをいただいたときには、

生涯教育であるとか、これ教育に資する部分の

こういう補助があるからどうですかとか、観光

面でこういう資するような、アイヌに関して資

するような事業費ありますよとか、そういった

意味の連携という形で、いろいろとそういう事

業の補助とかの絡みの事業が、通知もあったの

で、環境生活課のほうにということでなった

と、そういう御理解で、なかなかちょっと厳し

いかなと思いますけれども、一応はそういう御

理解のほどよろしくお願いします。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 今の説明でいくと、逆にその役割

というのは政策ではないかなという、アイヌの

こういう事業費、このアイヌの事業費について

は様々な分野で、アイヌ文化の中の様々な分野

で、多岐にわたって、いろいろな課にわたっ

て、補助が出るようなものだということだと思

うのですよ。ある意味、ここの協議会に入っ

て、そういうアイヌの補助を活用してやってい

く、ある意味、これだって一つの政策的なもの

だと思うのですよ。環境的なものではないと思

うのです。今の課長の説明でいくと、私は生涯

教育、アイヌ文化ですから、歴史的なものを教

えていくというのであれば生涯教育ではないか

と言いましたけれども、今の課長の説明でいく

のであれば、政策推進化で担当して、そういう

いろいろな、例えば農業関係の補助があるので

あれば農林水産課の課をまたいで、政策がつな

げていくというポジションだと思うのですけれ

ども、環境生活課がそういう多岐にわたってや

る役割ではないような、いや、横の連携は大切

ですよ。横の連携は大切ですけれども、いろい

ろな事業を引っ張ってきてやるというような説

明はちょっと無理があるような気がするのです

けれども、その点について。 

○川上委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 そういった多岐にわたっ

て、そういうアイヌ関係の補助事業とか、イベ

ント事業とか、ハード整備とかいろいろござい

ますので、議員のおっしゃられている御指摘も

確かでございますので、今後、庁舎内の各課で

整理させていただいて、今後、我々の管轄がい
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いものなのか、文化振興に関することは生涯教

育がいいのか、いろいろ多分あると思うので、

そこの部分、去年とかアイヌのものとか予算計

上とか初めて多分ついたのかなと思いますの

で、そういったところを整理しながら、今後、

どこが一番ベストなのかというのを、予算計上

とか事業の関係とか、ちょっと庁舎内で検討し

て、答え出していきたいと考えてございますの

で、御理解のほどよろしくお願いします。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 今課長おっしゃいましたけれど

も、取りあえず予算通して、今後検討していく

という気持ちは分かるのですけれども、やっぱ

り予算計上するに当たって、いろいろな課が責

任を持ってこうやって上げてきてますので、そ

れをどこで上げるかというようなものを、今、

検討するとおっしゃったので、やっぱり予算委

員会やってる間に、町側としても結論出して、

曖昧にしないで進めていかなければいけないと

思うのですけれども、その辺について、委員長

どうですか。 

○川上委員長 今後の検討課題ではなくて、予

算審査委員会に出てくる資料につきましては、

町側として決定した事項でなければよろしくな

いとは、私自身考えております。（発言する者

あり） 

 暫時休憩します。 

午後 ２時３６分 休憩 

────────────── 

午後 ２時５５分 再開 

○川上委員長 それでは、休憩前に引き続き、

再開いたします。 

 環境生活課長の答弁から入ります。 

 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 まずは、大変貴重な時間

費やし、大変申し訳ございません。 

 アイヌ振興の負担金に関してですが、先ほど

中川委員から御指摘あったとおり、アイヌ振興

というのは、町でいう政策推進課の役割が強い

ものでございますが、その反面、ほかの道や他

の自治体の例を見て、担っているのは環境生活

課が多いのかなと思いますので、今後、アイヌ

振興に関しまして、統括的なものは環境生活課

のほうで担当させていただき、いろいろなイベ

ント、いろいろな事業がございますので、そう

いった場合は各課で連携しながら対応してまい

りたいと考えてございますので、今回の負担金

については、担当課、私のほうでつけさせてい

ただきたいと考えてございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、環境生活課長、どう

もありがとうございました。 

 これで、質疑を終わります。 

 以上で、環境生活課に対する審査を終了とい

たします。 

 環境生活課長、御苦労さまでございました。 

 それでは、引き続きまして、子育て支援課の

審査を行います。 

 子育て支援課長、御苦労さまでございます。 

 予算書及び提出資料に基づき、説明のほうを

お願いいたします。 

 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 それでは、子育て支援

課所管分を説明いたします。 

 共通様式ナンバー１、児童福祉総務費は、主

な増減として、丸の五つ目になりますが、委託

料に新規事業として３件計上しており、そのう

ち１点目、子ども・子育て支援事業計画策定委

託料として５７８万６,０００円、こちらは令

和７年度から１１年度を計画期間とした、第３

期子ども・子育て支援事業計画を策定するため

の委託費用として計上させていただきました。 

 続いて、２点目の新規事業は、負担金、補助

及び交付金に、保育士等人材確保奨励金５２０

万円で、こちらは町内の保育園等に新規に就労

される保育士に対して２０万円、継続して就労

されている保育士に対して３年目、６年目、９

年目に各１０万円ずつ支給するものです。 

 新規事業の３点目としては、保育対策総合支

援事業費補助金として６８万６,０００円で、

こちらは町内の認定こども園のエアコン設置に

係る費用に対する国、道の補助制度に係る補助
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金です。 

 その他の項目については、記載のとおりと

なっております。 

 続きまして、共通資料ナンバー２、放課後児

童対策費になります。こちらは、放課後児童支

援員の人件費に係る項目が増額しており、会計

年度任用職員の給与等の増額に伴うものです。 

 また、負担金、補助及び交付金で、放課後児

童健全育成事業補助金として３５９万９,００

０円の増額となっており、理由としては、昨年

度の実績に伴う見込み増のためです。 

 ２点目は、学童保育クラブ入所補助金として

４０９万８,０００円の増となっており、こち

らは民間学童保育施設の利用料の差額補助を増

額するための予算増分でございます。 

 その他の項目については大きな変動はなく、

記載のとおりとなっております。 

 続いて、共通様式ナンバー３、大中山保育所

運営費になります。こちらは職員手当等で４０

５万９,０００円の増額となっており、その他

の項目については、記載のとおりとなっており

ます。 

 続いて、ナンバー４、子ども・子育て支援給

付事業費は、委託料として１,４８９万８,００

０円の増額となっております。こちらは前年度

実績による見込み増のためで、公定価格の変更

によるものが大きな要因となっております。ま

た、その委託料の内訳の中で、保育所運営委託

料が１億２,０８２万円が減額となり、施設型

給付費委託料が１億３,４０７万２,０００円の

増額となっておりますが、こちらは町内の保育

園が保育園から認定こども園に変更となったこ

とによる項目の入替えとなっております。 

 その他の項目については、記載のとおりと

なっております。 

 続いて、共通資料ナンバー５、青少年対策費

は、大きな変更はなく、記載のとおりとなって

おります。 

 続いて、共通資料ナンバー６、重層的支援体

制整備事業費の子育て支援分になりますが、こ

ちらは子育て支援センターに係る運営費で、備

品購入費としてデジタルカメラの購入費を新規

に計上しております。 

 その他の項目については、記載のとおりと

なっております。 

 以上、大変簡単ですが、説明は以上となりま

す。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○川上委員長 ありがとうございました 

 それでは、これより質疑を行います。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 まず、ナンバー１です。委託料

が、子ども・子育て支援事業計画策定の年だと

いうことで、どのように変更になるかというこ

ともありますけれども、現状からして何かその

あたりの変更のポイントというのは出ているの

かどうなのか。あと、今保育園の待機児童とか

はどうなのかというあたりですね。 

 それと、負担金、補助及び交付金のファミ

リーサポートセンター運営負担金が７万５,０

００円減ということで、いろいろな対策をされ

ていますので、恐らくそちらのほうの受入れ体

制がきちんとしているので、ここが少なくなっ

たのかなと思うのですけれども、七飯町として

のサポーターの状況はどのようなことになって

いるのかということをお尋ねします。 

 それと、あとはナンバー５ですね。青少年の

健全育成を図るためということで、しばらく

ちょっと、目的やらどういった事業の対策が今

現在あるのかどうなのかというあたりをお聞か

せください。 

 あと、ナンバー６ですが、これはセンター運

営ということで、私の中では保育園とか幼稚園

に行っていないお子さんを受け入れてやってく

ださっているのかなと思いますけれども、その

活用状況と主立った事業、どんなようなことを

主にしているかどうか、そのあたりをちょっと

お聞かせください。 

 以上です。 

○川上委員長 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 それでは、順番にお答

えしていきたいと思います。 

 まず、子ども・子育て支援事業計画について

ですが、令和６年度までは第２期の、５年ごと

にこれは今つくり直していっているのですけれ



 － 33 － 

ども、変更のポイントというところなのですけ

れども、これから今計画を立てていく中で、来

年度子ども・子育て支援に関するニーズ調査と

いうものを行います。そのニーズ調査の中で、

今の子育て世代がどのようなものを求めている

のか、大きなところといえば、保育園の枠、ど

れぐらいの七飯町に枠が必要なのか、学童に関

してもそうなのですけれども、その枠の確保の

数、数というか量ですね、そちらのほうがどれ

ぐらいなのかというところをまずつかむという

ところが大きな目的の一つになっています。そ

れ以外でも、子育てに困り感があるようなそう

いう、児童虐待防止という観点もあるのですけ

れども、そういうようなところで、親たちが何

を求めているかというところをつかんでいくと

いうようなことなので、今現在で変更点、ポイ

ントというのは、特に大きくつかんではいない

のですけれども、ニーズ調査の中で、考えてい

きたいというか、つかんでいきたいというふう

に考えております。 

 続いて、保育の待機児童の関係なのですけれ

ども、待機児童というのは、町内の保育園に枠

がありますので、七飯町としての待機児童はゼ

ロになっています。ただ、保護者の希望する保

育園というのがありますので、そちらのほう

が、例えば町内の認定こども園とか、そっちに

入りたいけれども枠がない方もいて、今待って

いる状態という方もいるので、そういうのは潜

在待機というのですけれども、保護者の事由に

よるために入所を保留しているというところ

で、数は、人数は、ちょっとお待ちください

ね。すみません。お待たせしています。今時点

で１４名のお子さんが保留状態ということに

なっております。 

 続いて質問の三つ目。ファミリーサポートセ

ンターのサポーターの数ということですけれど

も、サポーターの数を書いてある資料がちょっ

と今手元にないので、利用実績はあるのですけ

れども、サポーターの数の資料がないので、後

ほど……（発言する者あり） 

 利用の人数ですかね。令和５年９月末現在で

利用人数というのは、登録している利用の人数

なのですけれども、七飯町で６６人になってお

ります。サポーターの数は後ほど報告というこ

とで、よろしいでしょうか。申し訳ございませ

ん。 

 続きまして、質問の四つ目、青少年の目的と

いうところなのですけれども、こちらのほう

は、青少年の皆さんが健全に生活してもらうた

めの活動で、主な活動としては、青少年指導員

さんというのが町内にいらっしゃいまして、民

間の方と、それから学校の先生たちとで組織さ

れている委員会で、お祭りのときですとか、何

か行事のときとか、あとはふだんの生活の中で

公園の見守りとか、そういう夜間、例えばです

けれども、夜間遅くに青少年、中高生とか、そ

ういう子たちが出歩いていないかとか、補導員

とはまた違う指導員という形で見回りをして、

そういう子たちに声がけをしたりするような活

動を行っています。 

 それから、子育て支援センターの活動状況で

すけれども、こちらのほうにいらっしゃるの

は、確かに今は保育園とか、そういう幼稚園と

か施設が充実して待機児童もゼロというところ

もありますけれども、そちらが充実しているの

で、今、七飯町の子育て支援センター、本町と

大中山を利用しているのは、本当に小さい３歳

未満のお子さんたちが多くなっています。活動

の状況としては、例えば子育てに対する悩みと

か疑問とか、ちょっとしたところを相談する相

談支援事業ですとか、あと、お母さん、お父さ

んもそうなのですけれども、保護者同士が交流

できるような交流事業というのもやっていま

す。小さなイベントを計画して、そこの中で遊

びを取り入れながら交流をしていくという情報

交換の場ですとか、あとは、「あそんでＳＵＮ

ＤＡＹパパ」というのが特に、お父さんやおじ

いちゃんまで一緒に参加して、ＳＵＮＤＡＹパ

パということで、ぜひお父さんたちにも育児に

参加しましょうというところなのですけど、そ

の行事やると家族でみんなで、おじいちゃんお

ばちゃんも含めて、よく運動会とかいろいろな

行事をやっているところですね。あとはそんな

ところですね。相談、交流、それからイベン
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ト、それからリフレッシュもありますね。お母

さんが子どもをちょっと預けて、ちょっとした

リフレッシュで軽い運動をしたり、物づくりを

したりとかというところもやっています。そん

なところですかね。 

 以上です。 

○川上委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 今の後ろからいきますね。ナン

バー６の今のお話ですけれども、講師謝礼が４

万２,０００円しかないという中で、これどう

いうような中身なのか、この辺が、今の事業で

いけば、ちょっと大変ではないかなと思ってい

るのですけれども、そのあたりの捉え方という

か、中身をちょっとお聞かせいただきたいと思

います。 

 あと、先ほどの普通の待機児童はゼロという

ことで、選択待機ということで、親御さんが思

うようなそういう場所というか、そういうとこ

ろに希望のところを目指して待機しているみた

いなところですが、制約というか、保育園に入

る制約の中で、よく働いているお母さんのため

の保育所みたいな形ですけれども、保育所に絶

対入れますよと決まらなければ、お母さんもお

勤めに出れないという、そういう状況というの

は結構あるのではないかなと、保育所が決まら

ないと、会社に仕事したいというような申出し

ても、その会社では受け入れてもらえないとい

うような、そういうような悩みというか、そう

いうような方というのはいないのでしょうか

ね、その制約の中で。そこは変わったのでしょ

うか。その辺ちょっと。 

○川上委員長 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 支援センターの講師謝

礼の部分ですけれども、こちらのほうは謝礼金

は講師の方に１回７,０００円で、年３回、そ

れを本町と大中山とでやっています。全部で６

回講座があって、例えばですけれども、７,０

００円のどんな講師かというと、ひな祭りの前

にそういう折り紙でおひな様をつくりましょう

とか、それをお母さんがつくって家に持ってい

くとか、そんなような、ちょっとしたクラフト

のようなものをつくるというところに、講師の

方にお願いをして来ていただいています。 

 それから、保育の関係なのですけれども、保

育の要件の中に求職中、職を求めるというとこ

ろですね。求職中でも保育の申込みはできると

いうところがあるので、今仕事を探しています

というお母さんでも子どもを預けることはでき

ます。そういう制約の中には、今仕事をしてい

ないから全く全員駄目ということではなくて、

仕事を探しているのですという方も、保育申込

みはできることになっております。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 池田委員。 

○池田委員 ナンバー１の保育士の新規予算５

２０万円ありますけれども、これは単年度なの

ですか、それとも今後も続いていく予算なのか

ということと、もう一つですね、虐待防止研修

会議というのがありますけれども、これはどの

ようなことをしているのか、教えてください。 

○川上委員長 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 保育士就労、こちらの

予算は単年度ではなくて、これからずっと継続

してやっていくものです。なので、今年初め

て、令和６年度からスタートするものなので、

そこから３年、６年、９年という保育士さんに

も支給するものなので、これからずっと単年度

ではなくて継続してやっていくということにな

ります。 

 それから、虐待防止研修というのは、年に１

回、全国的な組織の中で、虐待防止の大きな研

修会というのがあるのですね。そこでやるとき

に負担金１万２,０００円かかるのですけれど

も、それは直接行かなくても今はリモートでも

できるので、本当に著名な先生たちというか、

経験のある人たちが講義をしてくれるので、す

ごい有意義な内容なのですね。なので、以前私

も一度参加して、そのときは自分で負担して、

負担金を負担して参加したのです。それを職員

の資質向上のために、ぜひ予算をつけてみんな

ができるように、せめて年に１人研修を積んで

ほしいという思いで、予算を計上させていただ

きました。 
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 以上です。 

○川上委員長 池田委員。 

○池田委員 保育士のほうの、それは継続事業

だということで分かりました。 

 それとあと、虐待の件に関しまして、そのよ

うに課長が取りあえず１回目は自腹で行ったよ

と、その中で、いいことだからというので、こ

れはやはり虐待起きてから、子どもたちが虐待

起きてから、結構ニュースが出てますけれど

も、その前に保育士さんたちだとかそういう人

たちに、親御さんもそうですけれども、やはり

そういうのをもっと教養していって、予算をも

う少しつけて、今後、それをつけても普及して

いくとか、そういうことを考えてもらえればと

思いました。 

 分かりました。 

○川上委員長 ほかにございますか。ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、子育て支援課に対する審査を終了い

たします。 

 子育て支援課長、御苦労さまでございまし

た。 

 暫時休憩します。 

午後 ３時１４分 休憩 

────────────── 

午後 ３時１６分 再開 

○川上委員長 それでは、休憩前に引き続き、

再開いたします。 

 次に、健康推進課の審査を行います。 

 健康推進課長、御苦労さまでございます。 

 早速でございますけれども、予算書及び提出

資料に基づきまして、説明をお願いいたしま

す。 

 健康推進課長。 

○岩上健康推進課長 よろしくお願いします。 

 それでは、健康推進課所管分を説明をさせて

いただきます。 

 共通様式ナンバー１、保健衛生総務費は、主

な増減として、負担金、補助及び交付金の函館

圏域救急医療対策事業負担金が、コロナ禍時に

おける受診控え等の理由により、経営状況が悪

化のため負担金の増額が令和６年度にも影響を

及ぼしているという状況でございます。 

 その他項目については大きな変更はなく、記

載のとおりとなってございます。 

 続きまして、ナンバー２、保健指導車管理費

は、軽自動車４台あるうちの３台分の車検が令

和５年度で実施、令和６年度は１台分のみであ

ることによる減額でありまして、その他項目に

ついては大きな変更はなく、記載のとおりと

なってございます。 

 ナンバー３、成人保健疾病予防等対策費は、

それまで新型コロナウイルスワクチン接種事業

費の位置づけであった委託料が事業替えによ

り、増額となったものであります。その他項目

については、記載のとおりとなってございま

す。 

 ナンバー４、母子保健疾病予防等対策費は、

予防接種委託料の増減が主なものでございまし

て、その他項目については、記載のとおりと

なってございます。 

 ナンバー５、成人保健対策費は、委託料にお

いて、健康づくり基本計画改訂作業が前年度に

終了し、これに伴う減額が主なものでございま

す。 

 その他項目については、記載のとおりとなっ

ております。 

 ナンバー６、母子保健対策費は、出産・子育

て応援給付金が事業替えにより、増額となった

ものであり、その他項目については、記載のと

おりとなってございます。 

 ナンバー７、保健センター管理費は、従前と

大きな変更はなく、記載のとおりでございま

す。 

 また、新型コロナウイルスワクチン接種事業

については、今月３月末で事業完了となり、令

和６年度からはインフルエンザ等の予防接種と

同じ扱いにての予算計上としておりますことを

補足させていただきます。 

 説明については、以上でございます。よろし

く御審議賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 
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○川上委員長 ありがとうございました。 

 それでは、これより質疑を行います。 

 上野武彦委員。 

○上野委員 ナンバーの５、ここで様々な健診

のあれが出ております。その中で、その前に需

用費というところで、ゲートキーパー養成事業

ということでの事業が載っていますけれども、

それとウォークラリー事業消耗品費というよう

な形で、ちょっとあまり日常聞き慣れない名前

が出てきておりますので、ちょっとその中身を

説明していただきたいなというのが一つです。 

 それから、基本健康審査と後期高齢者の健康

審査、これが予算化されておりますけれども、

これは実績による数字という形でありますけれ

ども、これどの程度の利用があって予算化され

ているのか。例えば、町内にいる成年男子、女

子だとか、高齢者、それぞれどの程度この受診

をしているのかというのは町として把握してい

るのか。この予算で人数的なことがはっきり出

てくるのかなという感じもしますけれども、そ

の辺の状況をちょっとお伝えいただきたいなと

いうことです。 

 それから、今、がんで亡くなる方が非常に多

いという、亡くなる方の３分の１くらいががん

だというぐらい言われておりますので、がん検

診というのは非常に大事だというふうに思うわ

けですけれども、この数字といいますか、予算

化した金額は対象者何人くらい、それぞれ、例

えば胃がんはこの金額は何人分の審査の金額だ

よとか、そういうのが分かりましたら、教えて

いただきたいなと。 

 以上です。 

○川上委員長 健康推進課長。 

○岩上健康推進課長 お答えしてまいります。 

 まず、ナンバー５の需用費におきまして、

ゲートキーパー、そしてウォークラリーの消耗

品となります。これについては、今回、令和６

年度から新規事業として、新たな取組として実

施していきたいという内容でございます。 

 まず、ゲートキーパーは、自殺予防対策の要

となります、そういう人材育成を行っていきた

いということで、これに関してはパンフレット

を作成して研修に備えるための消耗品として、

活用を考えて計上させていただいております。 

 また、ウォークラリーの消耗品については、

インセンティブを、その実績に応じてポイント

をつけて、目標達成者に配分していきたいとい

う思いでございますので、これについては特産

品であったり、それに代わる魅力あるものを提

供させていただきたいということで、今後今検

討している最中の消耗品として計上させていた

だいているところでございます。 

 また、基本健診、後期高齢者の実績というこ

とでございますけれども、基本健診の委託料に

つきましては、七飯町内でもちょっと課題とし

て捉えられております受診率が低いという部分

を、ある程度、予算上では目標値として高く計

上させていただいて、結果としては実績とすり

合わせて、最終的には整理予算として整理をさ

せていただいているわけでございますけれど

も、これについては、パーセンテージ、割合的

には、例えば、基本健診の委託料では、おおむ

ね四、五十人かな。項目もいろいろ様々な個別

で分けておりますので、これについては、

ちょっと正確な数字で答弁させていただきたい

と思いますので、暫時休憩お願いします。よろ

しいですか。すみません。よろしくお願いしま

す。 

○川上委員長 暫時休憩します。 

午後 ３時２５分 休憩 

────────────── 

午後 ３時３１分 再開 

○川上委員長 それでは、休憩前に引き続き、

再開いたします。 

 健康推進課長。 

○岩上健康推進課長 大変貴重な時間、申し訳

ございません。 

 まず、令和４年度の実績、今、令和５年度、

まだ年度途中でございますので、令和４年度の

実績をある程度勘案しながら、予算立てをさせ

ていただいております。 

 その中で、基本健診委託料、これについては

１７６名、後期高齢者診査委託料としては１７

８名、胃がん検診の委託料としては５５０名、
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肺がん検診の委託料は７５０名、子宮がん検診

委託料は５４０名、乳がん検診３５３名、大腸

がん検診委託料８００名、前立腺がん委託料２

８０名等々という、各種委託料の設計人数とし

て予算計上させていただいている状況です。 

 以上でございます。 

○川上委員長 上野委員。 

○上野委員 お答えいただいていますけれど

も、先ほど、ゲートキーパー、ウォークラリー

ということでの説明を受けましたけれども、ど

うもよく分からないので、このゲートキーパー

の事業というのはどんな内容、どんなことを

やっておられるかとか、ウォークラリーと新し

く出てきた、そういう事業といいますか、その

内容をもう少し、事業内容としてどういうもの

なのか、ちょっと説明していただきたいなと思

います。 

 それから、今、数字が出てきました。基本健

診で１７６、後期高齢者１７８と、とても数字

としては少なすぎるくらいの感じはするのです

よ。それで、今は例えば役場庁舎での健診車が

来てやるとか、それから地域の病院で受ける人

は受けているとか、そういうような形で実施し

ているのですけれども、この数字は本当に少な

いなという感じがします。 

 それで、対策として、例えば大沼だとか、そ

ういった病院がなくなったとか、それから峠下

だとか、近くにそういう病院がないようなとこ

ろとか、そういうところもありますし、何とか

多くの方がこういう健診を受けられるような対

策が必要ではないかというふうに思うのです

よ。例えば、健診車をそういう地域に回して、

その地域の町内会の人たちとか、今日はそうい

う日だからということで動員できるような、そ

ういう取組をするとか、そういう形でもやらな

いと、今高齢化しておりますので、車のない方

も、そういう足のない方、それから高齢化して

なかなか出歩けないような人というのも増えて

いる状況の中で、今のようなやり方ではこれ

ちょっと対策としてはできていないなというふ

うに思いますので、そういった今後の受診促進

策ということをもう少し考えて、取り組んでは

いけないものかなというふうに思いますので、

その辺ちょっとお願いします。 

○川上委員長 健康推進課長。 

○岩上健康推進課長 まず、自殺対策のゲート

キーパーでございますけれども、これは国のほ

うで、自殺対策を各都道府県、そして各市町村

でもこの対策強化をしていこうということで、

その通達に基づいて、町も保健健康づくり計画

の中にも位置づけし、その中で取り組んでいる

中で、まずはこの人材育成ということがゲート

キーパーの大きな重要な役割であるということ

で、その研修を受講する際の資料ということの

位置づけで、印刷をかけて配付をさせていただ

く内容の書類となってございます。これについ

ては、各人数分、年間受講していただける方

を、ある程度想定して用意して配付をして研修

を受けていただきたいという内容でございます

ので、御理解いただければと思います。 

 またウォークラリーの消耗品につきまして

は、先ほど答弁させていただいたとおり、ま

ず、歩くと、日常的に歩いて歩数を自分でどれ

くらいの目標を定めて、それで健康づくりを保

つかということの継続的な取組の中で、その目

標に達成したときに、町からこれはあくまで初

年度実証実験としてやりたいということで、そ

のきっかけづくりになればいいなという中で、

その目標に達したときには、インセンティブを

活用させていただいて、ポイントもしくは特産

品という消耗品を贈呈して、今後にまたつなげ

ていけるような、そういうものであってほしい

なという願いを込めて、設定をさせていただい

た予算でございます。 

 また、各種基本健診、後期高齢者の受診率の

関係でございますけれども、これは先ほど答弁

させていただいたとおり、七飯町内の受診率は

非常に低い状態で、我々もその対策ということ

をいろいろ模索はしているのですけれども、こ

れについては、七飯町内の医療機関の先生方の

御意見、そして先生方からの促しということも

協力をいただいた中で、少しでも受診率を伸ば

すような対策、そして、医療機関がどんどんど

んどんやっぱり医師の高齢化とともに数少なく



 － 38 － 

なっていくという現状も捉えまして、例えば大

沼地区でありますと、これまで地域医療として

支えていただいた大沼公園クリニックのその分

を、今現在もう一つの病院で補っていただいて

いると。また、実証実験で今やっている、大沼

のお出かけ号の存在もある程度地域医療のこち

らの方面に通う一つの足がかりになればという

ことで、今実証実験を進めている内容ではござ

いますけれども、そういうツールを利用しての

受診率のアップということを、今後も目指して

いきたいと思いますし、先ほど申し上げたとお

り、特に地域の医療機関の先生方の御協力と促

しということも、今後強化をして対策をしてま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○川上委員長 上野委員。 

○上野委員 やっぱり健診車をもっと活用する

という方向でないと、なかなか受診率は上がら

ないのではないかというふうに思うのですが、

その辺についてはどうですか。それだけちょっ

とお願いします。 

○川上委員長 健康推進課長。 

○岩上健康推進課長 健診車の活用とは、これ

健診車両ということの捉えでよろしいでしょう

か。 

 これについて、保健センターですとか、各種

地域の拠点において、各種健診、がん検診等も

この車両を用いて活用させていただいていると

ころでございますけれども、この車両が各地域

に行って、そのように健診が受けやすいという

ＰＲも併せて強化してまいりたいと思います。

これについては、広報、ホームページ等でも周

知を盛んに行っていければなという課題で考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 川村主税委員。 

○川村委員 ２点ほどなのですけれども、共通

様式のナンバー１の負担金、補助及び交付金の

函館圏域緊急医療対策事業負担金なのですけれ

ども、今回は、先ほどちょっとコロナの関係で

ということであったのですけれども、これもう

一度状況のお話をしてほしいのと、今回の５０

０万円負担金増えるのですけれども、今回だけ

の話で終わるものなのか、７年度以降の推移で

すね。もしかすると、１,０００万円になって

ますと、来年度以降も１,０００万円みたいな

感じになっていくものなのか、ちょっとその辺

を含めて、説明のほうをお願いします。 

 あともう１点が、ナンバー３の委託料、新型

コロナウイルスワクチン接種委託料の１,００

０万円なのですけれども、今年度、高齢者対象

で、今までは子どもから大人まで全員というこ

とで、４年度はそうだったのですけれども、６

年度についての対象者がどういうふうになって

いるのか。高齢者だけが対象なのか。今、多分

これから任意になっていくと思うのですけれど

も、希望者だけがやる分をこの１,０００万円

見込んでいるのか。それと、当時いろいろ問題

に上がっていたのがワクチンですよね。ワクチ

ンを病院のほうで結局受ける人がいないので、

ワクチンをそのまま捨ててしまうという状況が

結構多々あったと思うのですけれども、６年度

以降そういった病院でのワクチン、どういうふ

うに管理するものなのか。予約して受けるよと

なってから、病院側がそういったワクチンをど

こかから仕入れて準備しておくものなのか、

ちょっとその辺も含めて教えてください。 

○川上委員長 健康推進課長。 

○岩上健康推進課長 まず、ナンバー１の函館

圏域救急医療対策負担金、これについては例

年、コロナ禍の前では５００万円から６００万

円ぐらいの金額で推移しておりますけれども、

今回、コロナ禍の中で、当初の頃からやはり受

診控えというのですか、皆さん感染対策するも

のですから、夜間救急にかかる患者さんが少な

いということで、その分の穴埋め、患者さんか

らの負担がいただけない分の穴埋めを各市町村

のほうで、ほぼ倍額に等しいぐらいの金額でお

支払いしてきました。これについては、函館、

北斗、七飯でそれぞれがその割合に応じて負担

をしていた内容でございます。 

 今回６年度コロナ禍が終わって、その影響は

今回どうなのかなというふうに思ってましたけ

れども、函館市のほうから北斗市と七飯町に負
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担金の説明がございまして、その影響が６年度

序盤のほうにもちょっと影響してくるのではな

いかということで、取りあえず概算的にはその

ような可能性があるということで、コロナ禍の

影響ということも含めた増額の負担が課せられ

ておりますけれども、これについては最終的に

どのようになるかについては、推移を見て最終

的には精算になろうかというふうに思っており

ます。 

 また、ワクチン接種の委託料についてでござ

いますけれども、これについてはこれまでは国

のほうの事業として、町の対策本部のほうで予

約から医療機関との連携を取りながら、国の事

業として進めてまいりましたけれども、６年度

以降に関しては任意の接種ということで、これ

までのインフルエンザの予防接種の対策と同じ

ような形で、各個人が医療機関に予約をして、

予約の日程と金額の支払いをするというもので

ございます。 

 これについては、ある程度全町民の今年度に

ついては４割、５割くらいを想定して、これま

でのコロナ禍の高確率の高い接種率でのという

ものではなく、ある程度推移を見ながら、多分

５割程度の人でとどまるのではないかと、これ

までの推移を見ますと、それくらいの人数で接

種率が推移をしてきておりますので、６年度に

ついてはそのようにさせていただきました。 

 また、ワクチンの保管については、各医療機

関のインフルエンザのワクチンと同様の扱い

で、各医療機関で管理をしていただけるという

内容で捉えております。 

 以上でございます。 

○川上委員長 川村委員。 

○川村委員 ナンバー１のほうなのですが、状

況を見てということで、そうなると６年度の、

例えば後半になって、もしかするとこの金額で

は足りないよということも考えられるという認

識でまずいいでしょうか、それが一つ。 

 あと、ナンバー３のほうですね、今の説明聞

くと、接種を受けるときに自己負担が発生する

ものなのか、ちょっとその辺をもう一度説明を

お願いします。 

○川上委員長 健康推進課長。 

○岩上健康推進課長 函館圏域の対策負担金に

ついては、救急医療の対策負担金については、

担当者の説明では、ある程度概算でこれくらい

を多く見込んで、これくらいの請求になろうか

という説明を受けておりますので、これ以上、

それを上回る増額の負担はなかなか考えられな

いのではないかというふうに思っておりますけ

れども、これは相手があることなので、その推

移を見守っていきたいというふうに考えており

ます。 

 また、コロナウイルスの自己負担があるかと

いうことですね。これについては、今までは国

のほうで、ワクチンの接種については国負担と

いうことでございましたけれども、今度から任

意に切り替わっていくということで、それぞれ

が個人で医療機関に受診し、個人で自己負担を

伴って接種をしていただく、その経費について

は、各病院の設定する金額ごとになりますの

で、インフルエンザと同じように安い金額で設

定している病院もあれば、ちょっと高めの金額

で設定されている病院ということになろうかと

思いますので、その辺は、町内のまず各医療機

関の情報を収集しながら、町民のほうに周知を

随時かけてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 川村委員。 

○川村委員 ナンバー３のコロナウイルスのワ

クチン接種なのですけれども、今聞いたら病院

ごとに値段が設定されるということで、町とし

ては、その設定に関しては、もう病院のほうに

全て任せるという考えでいるのか。状況を見な

がら、その辺も受けやすいような値段に設定し

てもらうと、そういった動きは今のところは考

えていないということでよろしいでしょうか。 

○川上委員長 健康推進課長。 

○岩上健康推進課長 これにつきまして、令和

６年度から任意に切り替わったということで、

町も全体のコロナワクチンの接種率というもの

も、ちょっと予測もなかなかできないような状

況の中で切り替わるものですから、これについ
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ては、例えば接種の割合がかなり高いものが期

待できるだとか、インフルのように６５歳以上

の方には、ある程度の負担、町の負担が伴うだ

とか、その辺も加味しながら、今後様子を見な

がら、どのように対策をするか考えていければ

なというふうに思っているものでございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 江口委員。 

○江口委員 ナンバー５の需用費、ゲートキー

パー養成事業消耗品費のことで、先ほどの答弁

の中で、ゲートキーパーの内容の話をしていた

だいていたのですけれども、これは今現状、ど

のような方が受けていらっしゃるか、もしくは

もうこれから公募するのかというのも、今話し

聞いている中ではちょっとつかめなかったもの

で、確認のためによろしくお願いします。 

○川上委員長 健康推進課長。 

○岩上健康推進課長 それでは、ナンバー５の

ゲートキーパーの現状でございます。 

 どのような方が受講される対象なのかという

ことでございますけれども、これについては、

令和４年度の年度途中に、管理職をまず対象と

したゲートキーパー研修を、渡島保健所の保健

師の方を講師として迎えて、２４名の実績で研

修を行っております。また去年、今度一般役場

の主に窓口対応の担当職員を対象としまして、

３２名の職員が受講している状況でございま

す。また令和６年度には、その研修対象者の幅

をさらに広げていきたいというふうに考えてお

りまして、町内の民生委員の方、町民の方を対

象に、また規模を拡大し、最終的にはいろいろ

な組織、機関の人につなげていければなという

ふうに、継続的な事業として捉えていきたいな

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○川上委員長 江口委員。 

○江口委員 今、かなりな数の方を、名前とい

うか、それが挙がりましたけれども、窓口的な

部分を、私たちに分かりやすいようにするため

にはどのようにするかという考え方、やっぱり

周知方法というのは大事で、命を守る番人の

ゲートキーパーということで大事なことなの

で、この辺は分かりやすいところに置いておく

考えがあるのかどうか、確認取りたいので、よ

ろしくお願いします。 

○川上委員長 健康推進課長。 

○岩上健康推進課長 今回研修を受けた役場の

職員の対象の方ですけれども、主に役場の１階

の業務の窓口に対応される可能性のある職員、

例えば住民課、福祉課、税務課、あとは２階で

言いますと、水道課であったり、そのほか保健

センターもそうなのですけれども、そういうと

ころで手続をして、やっぱりちょっとお困りの

方という方も、多分窓口を訪ねてくる方の中に

は様々な事情で来庁される方がいらっしゃると

思います。その方とのやり取りを通じて、その

方のちょっと困り具合だとか、ちょっとした些

細なところのＳＯＳに気づいてあげるだとか、

ちょっと親身になってその辺を寄り添ってあげ

るだとか、そういうふうに、ここにこういう

ゲートキーパーがいますよというよりは、むし

ろそういう方々が、研修を受けた方々が、住民

の方のそういう雰囲気を察しながら、そこに気

づきを与えて、気づいてあげるということの育

成で、今のところ進めているような状況でござ

いますので、それがより多くなっていくことを

期待しながら、予算化で今回ちょっと継続して

やっていきたいなというものでございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 ナンバー５ですね。新規に需用費

のほうなのですけれども、先ほどからお尋ねが

あったように、ウォークラリー事業消耗品とい

うことで１７万１,０００円ということで、新

規の事業ということで、これは下の委託料の

ウォークラリー健康アプリ事業委託料の４５万

１,０００円と、これも新規ということで、そ

れのポイントという形のインセンティブ、特産

品ということですけれども、この積算根拠です

ね。新規な事業なので、この程度でいいのか、

皆さん健康ポイントを早くつくってもらいたい

という要望もございますので、そのあたり
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ちょっとお聞かせください。 

 そして、委託料のここのウォークラリーとい

う名称にしたことや、普通であれば七飯町健康

アプリというような分かりやすいようになるの

ですけれども、頭と体のリフレッシュなのか、

そのラリーということですので、自分の目標に

対してそこに進めていくということから、こう

いうふうになったのか。それとも、何人かでそ

ういうような活動をしていくのかという、この

機能というか、アプリの機能をどのようにして

考えているのか。血圧とか様々なそういうもの

も分かりやすいような、バイタル的なものもそ

こに考えているのか、どうなのか、そのあたり

ちょっとお知らせください。 

○川上委員長 健康推進課長。 

○岩上健康推進課長 それでは、ナンバー５の

ウォークラリーの消耗品のインセンティブの考

え方でございますけれども、これについては先

ほど答弁で申し上げておりますとおり、令和６

年度に関しては実証実験でやっていきたいとい

うことで、まず、私たちはその事業をやってい

くに当たって、どれくらいの利用者ニーズがあ

るのかということをまず検証していきたいなと

いうふうに思ってございます。 

 また、その目標達成者が全体の想定の中で何

％くらいを占めるのかだとか、多分それを取り

組まれる方というのは、そのゴールを目指して

一生懸命頑張っていただけると思いますので、

そのインセンティブ、例えば目標達成した方に

は１,０００円程度のＱＵＯカードなのか、そ

れに代わる何なのか、特産品なのかだとか、参

加に関してのインセンティブを付与していくだ

とか、その目標歩数に関して、段階的なポイン

トを付与していきたいということで、ある程

度、町としては、１００人単位の段階を持って

その利用者促進に努めていきたいと。多ければ

多いにこしたことはないということで、次の本

格導入につなげていきたいという思いでござい

ますけれども、今回はその目標値、どれくらい

に設定するかということで、ある程度、金額の

見合った多めの設定ということも考えられるの

ではないかということで、予算化をさせていた

だいたところでございます。 

 また、ウォークラリーのネーミング的な扱

い、このような扱いにしたのは、アプリの内容

も機能性によっては多岐にわたるものがござい

まして、例えば自分の健康を入力したりだと

か、血圧だとかを毎日測って入力してグラフ化

するだとか、様々な活用の方法があると思いま

すけれども、まず直結して皆さんが実感できる

ようなものというのは何なのかというふうに考

えたときに、ウォーキングラリーということ

で、自分の歩数を自分で管理できる、それが毎

日継続できるということで、まず万歩計のよう

な機能を活用して、これをある一定の期間、

チャレンジしてみるということで、ちょっと分

かりやすい健康の取組への一歩かなということ

で捉えた内容でございます。これも実証実験と

いうことで、今後反省課題になる部分もあろう

かと思いますけれども、今回はこれを目指して

やっていきたいというものでございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 いろいろ研究をしてくださってい

るということで、一度つくると、ずっとそれ、

そのような形に恐らく実証実験とはいえ、昨年

はこうだったのに次はこうなるということのな

いように、日本全体的にこの健康ポイントも進

んできていますので、その事例等もしっかりと

研究されて、特産品とか七飯町にとってのいろ

いろな波及効果が出るような形に考えていただ

きたいなという思いでいますので、その辺もお

願いいたします。 

○川上委員長 健康推進課長。 

○岩上健康推進課長 御意見を参考にさせてい

ただきながらで、今年度実証実験を進めていき

たいというふうに思います。 

 また、議員おっしゃられたとおり、一つある

程度方向性が見いだしたらなかなか次の年違う

方向に切り替わるのが難しいということも、

重々承知しておりますので、そこは慎重に皆さ

んと議論しながら進めていきたいなというふう

に思います。 

 以上でございます。 



 － 42 － 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、健康推進課に対する審査は終了いた

します。 

 健康推進課長、御苦労さまでございました。 

 暫時休憩いたします。 

 ４時１０分再開いたします。 

午後 ３時５８分 休憩 

────────────── 

午後 ４時１３分 再開 

○川上委員長 それでは、休憩前に引き続き、

再開いたします。 

 次に、農業委員会の審査を行います。 

 農業委員会事務局長、御苦労さまでございま

す。 

 予算書及び提出資料に基づきまして、説明を

お願いいたします。 

 農業委員会事務局長。 

○赤石農業委員会事務局長 よろしくお願いし

ます。 

 それでは、令和６年度の農業委員会事務局に

係る予算説明をいたします。 

 ナンバー１、農業委員会費のみとなります。 

 前年度と比較しまして、主な増減内容としま

しては、旅費で９５万９,０００円増額となっ

ております。この内容としましては、３年に一

度農業委員の任期中になるのですけれども、町

から予算を頂いて、農業委員等の研修に行かせ

ていただいており、それに伴う増額となりま

す。 

 続きまして、交際費１５万５,０００円増額

となっておりますが、増減理由ですが、農業委

員会の交際費は七飯町農業委員会慶弔に関する

規定に基づいて、弔事及び病気見舞い等の支出

が主なものとなっております。ここ数年の交際

費の予算ですが、４万５,０００円でしたが、

供花代の値上がりもあり、４万５,０００円で

すと２件分も支出できないこと、また過去に１

０万円程度支出したこともあり、予算の見込み

が難しいこと。また、昨年度まで会長が出席し

ていた会議に係る費用を会議負担金として支出

しておりましたが、内容的に交際費となること

から、今年度から交際費として予算計上したこ

とによる増額となります。 

 続きまして、需用費８万６,０００円増額で

すが、主な内容としましては、印刷製本費、年

に２回町の広報紙の１０月号と３月号に農業委

員会だよりを発行しております。その農業委員

会だよりの印刷製本費として印刷単価の増額と

印刷部数の増に伴う増となっております。 

 続きまして、負担金、補助及び交付金５万

９,０００円増額となっておりますが、主な内

容としましては、先ほど交際費の説明でも触れ

ておりましたが、会議負担金につきましては交

際費として支出しておりますので、昨年度まで

会議負担金１万円予算取っておりましたが、１

万円皆減となります。 

 また、渡島地方農業委員会連合会負担金６万

９,０００円が増となっておりますが、こちら

はコロナ禍の影響で渡島地方農業委員会連合会

事業が実施できなかったために、令和５年度の

負担金は請求されないこととなっておりまし

た。令和６年度からはまた令和４年度以前の同

額の負担金が請求されることとなっております

ので、それに伴う増額となっております。 

 以上、簡単ではありますが、農業委員会事務

局の説明を終了いたします。よろしく御審議の

ほどお願い申し上げます。 

○川上委員長 ありがとうございました。 

 それでは、これより質疑を行います。 

 中川委員。 

○中川委員 ちょっと確認というか教えてもら

いたかったのですけれども、農業の関係、農地

の関係の地域計画を今やっていると思うのです

けれども、策定しなければないということで。

その関係の予算というのがちょっと見えなかっ

たのですけれども、その地域計画の、これたし

か来年までにやらなければないとかというのだ

と思うのですけれども、それ今農業委員さんの

ほうで３月の、今月入ってから調査のものが来

て、１８日までに回答ということだったのです

けれども、その関係はどういうふうになってい

るのか、ちょっとお知らせを願います。 
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○川上委員長 農業委員会事務局長。 

○赤石農業委員会事務局長 今の御質問にお答

えします。 

 まず、令和６年度の予算について計上されて

いないということだと思いますが、まず予算の

締切り以前に、予算交付金の対象となるものが

なかったのですけれども、今、予算締め切った

後に、農業委員会でその地域計画策定推進緊急

対策事業という要望調査が、道のほうから来ま

して、農業委員会の業務であります、目標地図

素案作成に対する交付金を受けられるというこ

とを確認しております。なお、道のほうに確認

したところ、交付金もほぼ１００％の交付対象

になるということを聞いておりますので、これ

から令和６年度補正予算を早急に計上させてい

ただきたいと考えておりますので、その際は御

理解くださいますようよろしくお願いします。 

 また、地域計画のアンケート３月１８日まで

と、ちょっと期間が短かったのですけれども、

またその回答来ていない方には、再度もう一度

調査アンケート回答依頼を再度送りたいと思っ

ていますので、御理解いただきますようよろし

くお願いします。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 今の説明だと、道のほうで補助対

象になるから進めたということなのですけれど

も、この地域計画は結構ほかの市町村では、２

年くらいかけて策定計画、今つくっているとこ

ろとかあったり、去年、令和５年度から、要は

農家の皆さん、農地を持っている皆さんと協議

してというのでやっていたと思うのですけれど

も、それは道の予算とかそういうのが関連して

くるものなのですか。 

○川上委員長 農業委員会事務局長。 

○赤石農業委員会事務局長 まず、先ほど出て

ました地域計画のアンケートの対象者なのです

けれども、農業者と、あと農地の所有されてい

る方というのが対象になります。その中で、地

域計画のそのアンケートの内容としましては、

今後の農業経営、もしくはその農地利用の関係

についてのアンケートが主な内容となっており

ます。そのアンケートのほかに、地域農業の関

係の方だとか、そういう協議の場というのを設

けていって、その地域計画を令和７年３月まで

に作成しなければならないというスケジュール

になっておりますので、その作成に向けて進め

てまいりたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 その地域計画、要はこれからやる

ということですから、それで来年の３月にはも

う完成させるということだと思うのですけれど

も、他の自治体では２年近くかけてやったりと

か、遅いところでも去年からやっているとかと

いう状況の中で、うちのまち、農業のまちと言

われているところで、ただ遊休農地が増えたり

とか、今の現状を踏まえた中で、その地域計画

を策定するのに、もっときちんと、きちんと

言ったらあれですけれども、３月の頭にアン

ケートを出して１８日までに下さいよというよ

うなものを、これはこれでいいですけれども、

やっぱりきちんとやっていかないと、この地域

計画が七飯町版でつくりますよね、七飯町の地

域計画というのを、この中身をきちんとしっか

りしていかないと、今後の補助だとかそういう

ものにも影響とか出ると思うのですけれどもど

うなのですか。 

○川上委員長 農業委員会事務局長。 

○赤石農業委員会事務局長 委員おっしゃると

おり、確かにほかのまちではもっと早く進めて

いるところもございます。ただ、なかなか今回

地域計画、ほかのまちも結構手探り状態のとこ

ろもあるというふうにも聞いていまして、確か

にこの３月で遅くはなったのですけれども、来

年の３月末の地域策定に向けて、スケジュール

を持って進めてまいりたいと思います。 

 なお、先ほど委員おっしゃったとおり、確か

に補助とかの関係についても関連してきますの

で、問題ないように進めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 問題ないようにやるということ

だったのですけれども、本当に残りの１年間、
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これから農家の方も忙しくなっていきますし、

そういう時期の中で、きちんとした協議を本当

にやらなければないのですけれども、もう１年

しかないからね、ないからやらなければないの

ですけれども、その辺をきちんとした中で、時

間がない中、農家さんたちも忙しくなる中、だ

けれどもこれは七飯町の現状というものをきち

んと聞き取ってやらなければないと思いますの

で、そこをきちんとしっかりやっていただきた

いなと。 

 これ、人・農地プランというものが、この地

域計画で変更したということだと思うのですけ

れども、地域計画が本当に今後の、さっきも言

いましたけれども、補助事業に影響をささると

いうことなので、そういう変な影響がないよう

に、しっかりやっていただきたいと思いますの

で、最後もう一回、そのスケジュール的なもの

を確認お願いします。 

○川上委員長 農業委員会事務局長。 

○赤石農業委員会事務局長 スケジュール的な

ものとしましては、まず、今アンケートを取っ

ているものを集計した後に、目標地図の素案と

いうものを作成します。それに基づいて、地域

と協議しながら、関係団体と協議しながら進め

て、来年度末までに策定に向けて進めてまいり

たいと考えておりますので、御理解いただきま

すようよろしくお願いします。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、農業委員会に対する審査を終了いた

します。 

 農業委員会事務局長、御苦労さまでございま

した。 

 それでは、次に、農林水産課の審査を行いま

す。 

 農林水産課長、御苦労さまでございます。 

 予算書及び提出資料に基づきまして、説明の

ほうをお願いいたします。 

 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、令和６年度農林水産課に係る予算

について、共通様式に基づいて御説明いたしま

す。 

 共通様式ナンバー１、農業総務費ですが、例

年と大きな変更はなく、記載のとおりでござい

ます。 

 共通様式ナンバー２、農政公用車管理費です

が、例年と大きな変更はありませんが、スタッ

ドレスタイヤを令和５年購入済みであり、車検

年ではないため減額となっており、記載のとお

りでございます。 

 共通様式ナンバー３、農業支援対策事業費で

ございます。負担金、補助及び交付金合わせて

９項目になります。特定財源、歳出は記載のと

おりですが、主に草地畜産基盤整備事業負担

金、取組面積減少のため減額となってございま

す。草地の更新につきましては、実施主体は北

海道農業公社となりますが、町は受益者から分

担金を徴収し、公社へ負担金として支出するこ

とになります。特定財源分担金は、分担金の同

額を歳入予定して予算計上してございます。 

 北海道農業次世代人材投資事業補助金につい

ては、１名の補助期間が終了しましたので減額

してございますが、今年度は対象期間内である

１世帯分を計上しております。なお、特定財源

として、同額の補助金を計上しております。 

 また、新規事業といたしまして、町独自に新

規農業者支援事業補助金６０万円を創設し、農

業新規参入者の経営確立を支援し、担い手を確

保していきたいと考えてございます。 

 共通様式ナンバー４でございます。経営所得

安定対策推進事業費ですが、会計年度任用職員

の報酬、勤勉手当の支給予定によりまして増額

となってございます。 

 そのほかは記載のとおりです。また、特定財

源についても、歳出予算同額となってございま

す。 

 共通様式ナンバー５でございます。土地改良

事業費ですが、こちらは例年と大きな変更はな

く、記載のとおりでございます。 

 共通様式ナンバー６、農業施設維持管理費で

ございます。こちらも例年と大きな変更はな
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く、記載のとおりでございます。 

共通様式ナンバー７、国営農業基盤整備事業費

でございます。こちらについても例年と大きな

変更はなく、記載のとおりでございます。 

 共通様式ナンバー８、道営農業基盤整備事業

費でございます。旅費に関しまして、基盤整備

に係る換地等に係る研修の旅費を計上させてい

ただいています。 

 負担金、補助及び交付金でございますが、こ

ちらは道営農業農村整備事業負担金の予算計上

となりまして、事業量によりまして変動し、事

業費に対する負担金となります。継続してござ

います農地整備の東開発２地区と御上谷地地区

は引き続き基盤整備の用水路、暗渠等の区画整

理整備を予定してございます。七飯第２地区の

農道整備は昨年度は補正予算で対応させていた

だきましたが、継続事業となりまして、引き続

き路面等の補修整備を行ってまいります。桜町

地区の農道整備に関しましては、令和５年６月

の第２回定例会で町道廃止を行った桜町１６号

線部分について、農道として整備を行っていく

もので、令和６年度は測量、設計を行ってまい

ります。 

 そのほか、北海道土地改良事業団体連合会負

担金、農業経営高度化支援補助金につきまして

も、先ほどの道営農業整備事業の事業費に関連

し、負担補助するものでございます。なお、特

定財源は記載のとおりでございます。 

 共通様式ナンバー９、土地改良公用車管理費

ですが、例年と大きな変更はございませんが、

需用費消耗品、夏タイヤ、冬タイヤを令和５年

度に購入させていただいたため、減額となって

ございまして、自動車修繕料等は車検年のため

増額となっており、記載のとおりとなってござ

います。 

 共通様式ナンバー１０、町営牧場運営費でご

ざいますが、増額の主なものといたしまして

は、需用費の施設管理用消耗品で、必要資材の

数量増加等による増額、電気料金の上昇による

増額のほか、機械借上料の増額など、記載のと

おりとなってございます。また、特定財源につ

いても記載のとおりでございます。 

 共通様式ナンバー１１、町営牧場作業車管理

費でございます。増額の主なものは、需用費の

作業車用消耗品、これはトラックの夏タイヤの

購入を予定してございまして、また、令和５年

１２月定例会で債務負担を承認していただきま

した牧場管理作業用バイク１台を購入してござ

います。令和６年度５月中旬までに納品を予定

してございます。 

 共通様式ナンバー１２、林業費でございます

が、役務費の森林関係機器保険料につきまし

て、令和５年度に導入いたしました森林調査用

ドローンに係る保険料を計上させていただいて

おります。 

 また、委託料につきまして、林道橋梁２基の

定期点検を予定しておりまして、計上させてい

ただいております。また、森林情報システム更

新業務委託料につきましては、３１万９,００

０円の減額となってございますが、こちらは森

林ＧＩＳデータ、森林所有者等の林地台帳デー

タ等の更新システム保守などの関係となってご

ざいます。 

 また、森林情報システム構築業務につきまし

ては、令和５年度導入済みのため減額となって

ございます。 

 備品購入につきまして、森林調査用機器器具

購入費といたしまして、樹高測定用距離計を令

和５年度に購入済みのため減額となってござい

ます。 

 また、負担金、補助及び交付金の部分でござ

いますが、豊かな森づくり事業補助金について

９３万円の減額となってございますが、こちら

は事業者の町内森林施業に係る伐採後の植林予

定面積が若干減少の見込みであるということ

で、減少となってございます。また、森林整備

推進補助金の５２万円の減額につきましても、

こちらも事業者の森林施業に係る下刈り、間伐

等の保育予定面積が若干減少見込みであるとい

うことで減少となってございます。 

 そのほかは従前と大きな変更はなく、特定財

源などは記載のとおりでございます。 

 共通様式ナンバー１３、町有林整備費でござ

います。委託料、町有林管理等委託料でござい
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ますが、全体で１１２.１ヘクタールを予定し

てございます。内訳につきましては、記載のと

おりとなってございます。 

 負担金、補助及び交付金のはこだて森林認証

協議会負担金ですが、令和５年度が５年に一度

の承認更新年であったため、昨年度は増額と

なっておりましたが、令和６年度は不要のため

減額となってございます。特定財源について

は、記載のとおりでございます。 

 共通様式ナンバー１４、水産業費でございま

す。例年と大きな変更はなく、記載のとおりで

ございます。 

 共通様式ナンバー１５、農道等災害復旧費で

ございます。委託料、こちら災害復旧応急業務

委託料でございますが、近年の記録的な豪雨な

ど災害時に早急に対応を行うため、前年度と同

額を予定させていただいております。 

 次に、追加資料の町営牧場運営費の肥料購入

価格及び単価の推移となります。 

 令和６年度は予定予算、令和５年から１年、

元年度までは実績となります。 

 春用と秋用に年２回購入しており、１袋に４

００キロずつ入ってございますが、各年記載の

数量を購入してございます。令和６年度予定予

算と令和１年、元年度の実績を比較しますと、

単価購入価格は約２倍程度の推移となってござ

います。 

 土壌分析を行いながら必要数量を勘案して購

入してきてございますが、特に令和４年度につ

いては令和３年度同様に、春肥料、秋肥料とも

７０袋を購入予定でしたが、日本の状況といた

しましては、肥料の主要成分の約８割を輸入に

頼っておりまして、国際穀物相場の上昇による

肥料原料価格の上昇や諸外国による内需優先の

動きなどから、肥料原料の事実上の輸出規制や

ウクライナへの侵攻などにより、当時は価格上

昇はもとより原料の不足によって肥料そのもの

が品薄になり入手が難しくなるのではという情

報から、春に秋肥料の２０袋分も含め９０袋購

入し、秋肥料は３５袋調達できましたが、１５

袋分は不足した状況でございました。現在は、

原料を調達が困難な国からの切替え、また仕入

れ先の多元化などが進められている状況でござ

います。必要な肥料を確保してしっかりと牧草

を育ててまいりたいと考えてございます。ま

た、後半に記載のある炭酸カルシウムでござい

ますが、こちらは土壌のｐＨ値の調整に購入し

ているものです。土壌を弱酸性に保つよう、１

０月下旬の閉牧後に散布しているものでござい

ます。 

 今後も牧場内の牧草の状況を見回りながら、

牧草の育成に努め、牧草運営をしっかりやって

いきたいと考えてございます。 

 以上、簡単でございますが、説明を終わらせ

ていただきます。御審議のほどよろしくお願い

いたします。 

○川上委員長 農林水産課長、ありがとうござ

いました。 

 それでは、これより質疑を行います。 

 平松委員。 

○平松委員 １点だけお願いします。 

 ナンバー１２、負担金のところで、下から５

行目、⑤ですか、北海道森林山村多面的機能発

揮対策地域協議会負担金というのがありますけ

れども、この説明文では、森林安全技術研修な

ど活動組織の支援を図ることを目的とするとい

うふうに、これを初めて何か採用されているみ

たいですけれども、これはどこかから申請が上

がってきて、こういうものを組んだのでしょう

かね。それで、ほかのところでも問題になった

のですけれども、この活動組織というのはどう

いったふうにして確認をしているのかをちょっ

とお尋ねをしたいと思います。 

○川上委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 それでは、お答えしてま

いります。 

 こちらは、地域住民や森林所有者等の３名以

上の活動組織が、森林計画を策定されていない

０.１ヘクタール以上の森林を対象として実施

します里山林の保全、森林資源の活用等を取り

組んでいる団体に、これは支援しているもので

ございまして、自伐的に山を管理している団体

に負担金として、そちらのほうに支払っている

ものでございます。こちらは、団体のほうと管
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理している負担金先のほうからいろいろ協議を

行いながら決めているものでございまして、来

年度についてもそういった活動が行われる予定

ということでございますので、予算計上させて

いただいてございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 平松委員。 

○平松委員 昨日から今日にかけまして、活動

実態がどこにあるのかとか、条例の改正まで

行ったいきさつもありますので、きちんとそう

いうものが、例えば活動の実態というのは、収

支決算とかそういう公に報告のできるようなも

のをきちんと整備をしている団体なのかどう

か。そういったことなども、もしかすると問題

になるかもしれませんので、ちょっとお聞きを

したのですが、取りあえず申請があったという

ことなのですね。今年度やりたいということ

で、そういう団体からあって、予算を組んでい

るということでよろしいですか。 

○川上委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 そのように予定をしてい

るというように、事前の協議の中ではなってご

ざいます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかに質疑ございますか。 

 上野委員。 

○上野委員 ナンバー３ですね。下のほうです

けれども、北海道農業次世代人材投資事業補助

金、それから新規就農者支援事業補助金という

ような形で予算化されております。 

 農業の今の実態といいますか、七飯町は農業

が基幹産業に位置づけられているわけですけれ

ども、今はどんどん後継者がいなくなって、農

業を離農する、そういう農家が多くなってきて

いるという中で、こういう新規の支援というこ

とが非常に大事だと思います。 

 そういう中で、この事業は金額的にもそう多

くないわけですけれども、これは１人といいま

すか、新規の就農者１人に対する支援なのか。 

 それと、これまでこういう事業をやってき

て、実績はどうだったのか。その辺についてま

ずお伺いします。 

○川上委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 それでは、お答えいたし

ます。 

 この北海道農業次世代人材投資事業補助金と

下段、新規就農者支援事業補助金でございま

す。こちらは、上段のほうは国費、道費を活用

しながらやってきたものでございまして、こち

らは現在予定しているのが、先ほど申し上げま

した１世帯分でございますが、実績といたしま

しては、過去に最近でございますと、２世帯で

すね、農業者の方が新規就農を始めて受けてき

ているという、直近では実績がございます。 

 もう一つの新たに新規就農者支援事業補助金

というものでございますが、こちらのほうは町

独自に今回新規で予算計上させていただきまし

て、１名分を予定してございます。 

 それでこういったところを活用しながら、議

員のおっしゃるとおり、担い手になる方を何と

か確保していきたいというように考えてござい

ます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 上野委員。 

○上野委員 過去に実績もあると、２世帯ほ

ど、そういう形で就農しているということなの

ですが、こういう制度があるということをどの

ように周知しているのか。就農したいよという

ことで尋ねてきて、例えば農業委員会のほうと

か、そういった部署に相談に来られて、そして

こういう事業があるということが紹介されて、

利用されて、２世帯が例えば就農したのかと

か、そういう経過についてもう少しお願いしま

す。 

○川上委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 こちらのほうでございま

すけれども、議員のおっしゃるように、就農相

談に来たときに、こういった事業もございます

ので、活用できる部分であれば、こういったと

ころを当然活用していきたいというようなふう

に思いますので、新たに農業を開始するという

ような方に対しましては、そういったことで御

説明を申し上げまして、活用できるように、そ

ういったときには勧めていくという考え方でご
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ざいます。 

 また、直近の２名の方に関しましても、当時

こういった事業があるというような説明をし

て、活用していっているということで、少しで

も農業の経営確立に一助になるというような考

え方から、活用できるものは活用していくとい

うような考え方で進めてございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 上野委員。 

○上野委員 ナンバー１０に関してですけれど

も、これは町営牧場の件ですけれども、死亡牛

が発生しているということで、その補償も行っ

ているという実態がありますけれども、これは

何年度に死亡牛が発生したのか。まずその１

点、お願いしたいと思います。 

 それから、見舞金も出されております。５万

円ということで、２年牛ですけれども、２年

たった牛で５万円ということですけれども、こ

れは年数が多く何歳にもなった牛でも同じなの

か。そういう補償の制度については、きちんと

した文書といいますか、そういうあれが定めら

れているのかどうか、それについてまずお伺い

します。 

○川上委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 令和５年でございます。

死亡した家畜といたしましては、全部で５頭お

りました。こちらのほうは、令和５年９月８日

にホルスタインの雌、これは１８か月の牛でご

ざいまして、見舞金５万円を贈呈してございま

す。次に、令和５年９月１２日、こちらもホル

スタインの雌、月齢でいいますと１８か月でご

ざいまして、こちらも見舞金を贈呈いたしてお

ります。令和５年９月１３日でございますが、

こちらで北海道和種、道産子ですね。こちら１

１２か月齢の馬でございますが、こちらも死亡

しておりますが、こちらのほうは原因上、こち

らに特段の不備はないということで見舞金は贈

呈してございません。令和５年９月２９日、ポ

ニーの馬ですね。こちらも亡くなりまして、こ

ちらは１万５,０００円見舞金贈呈してござい

ます。令和５年１０月３日、ホルスタインの雌

でございますが、こちらは１０か月齢の牛でご

ざいまして、こちらも見舞金を贈呈してござい

ます。 

 見舞金に関しましては、月齢級などで区切り

まして、しっかりルールを設けまして、その中

で見舞金を贈呈しているものでございます。最

高額は５万円というふうになりまして、今回令

和５年度見舞金を贈呈しているものでございま

す。 

 以上でございます。 

○川上委員長 上野委員。 

○上野委員 令和５年度に多くの牛・馬が死亡

しているという事例が発生しているわけですけ

れども、その原因として考えられるのが何か

はっきりした原因はあるのでしょうか。それに

ついてちょっとお伺いします。 

○川上委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 まず、１頭目でございま

すが、１頭目の牛に関しましては、これは獣医

のほうで確認していただくことになるのですけ

れども、結果といたしましては心不全というこ

とでございました。２頭目に関しまして、これ

は牛でございますけれども、急性鼓脹症という

ことでございます。３頭目の馬に関しまして

は、腹膜肺炎ということでございます。４頭目

の馬に関しましては腸穿孔、腸に穴が開いて、

それによる腹膜炎ということでございます。５

頭目に関しましては、これは牛でございます

が、これは急性鼓脹症というようなことで診断

を受けている状況でございます。 

 以上でございます 

○川上委員長 上野委員。 

○上野委員 原因といいますか、亡くなった理

由としてはそういう結果、医者に行って診断さ

れて分かるということではあるのですけれど

も、このように、この令和５年度に本当に多く

の牛・馬が死亡するというような異常事態が発

生しているわけですよ、単年度でね。それにつ

いてはやはり担当としては、その原因というの

はもう少しはっきりした、死亡した内容ではな

くて、死亡に至った経過、これについてどのよ

うに把握しておられるのか、もう一つお願いし

ます。 
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○川上委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 それでは、お答えしてま

いります。 

 まず、原因でございますが、これは医師の死

亡診断に関する中から現状を見まして推定して

いるような状況でございますが、１頭目に関し

ましては心不全でございますので、明らかな原

因としては見当たらないというものでございま

す。また、急性鼓脹症に関しましては、こちら

は牛の話なのですが、牛というのは胃袋が御存

じのとおり、四つありまして、常に胃の中で食

べ物を消化しながら四つの胃の中で最終的には

消化していくのですけれども、まず最初の第１

の胃の中で消化しているときにはたくさんのガ

スが出るものでございます。げっぷなどによっ

て解消されていくものでございますけれども、

そういったところがうまくいかなくなります

と、おなかのほうが膨れてしまいまして、最終

的には死に至るというようなものでございま

す。こちらのほうは、当時獣医師にも確認して

ございますが、やはり現状としてもおなかは膨

れた状態でありましたので、これはガスの出方

が出切れなかったというような考え方になりま

すけれども、現場といたしましては、牧草があ

りまして、それ以外にもクローバーなどの作物

が生えているのですけれども、そういった中

で、クローバーなどを食べるとマメ科の植物に

なるのですが、イネ科の牧草よりマメ科のク

ローバーのほうがガスが出やすいというような

ものでございます。これは食べて駄目なもので

はないのですが、そういったガスが出やすい、

発生しやすい食べ物なども考えられますし、

げっぷとして排出されていくものなのですけれ

ども、そのときの体勢などによりまして、個体

差もあると思いますがげっぷでうまく排出でき

ないというようなものと考えてございます。 

 馬の筋膜肺炎でございますが、こちらのほう

は牧場に受ける前からそういった症状があった

というような獣医の見立てでございまして、本

来元気であれば普通に暮らしていける状況なの

ですけれども、弱ってたりしますと常駐菌、人

間もそうだと思うのですが、常駐菌に体が対応

できなくて体が弱ってしまうというようなもの

でございますので、もともとこの馬に関しまし

ては見舞金も贈呈させてもらってないのですけ

れども、そういった形で病気がちだというよう

な状況でございました。 

 あと、馬の腸穿孔、腸に穴が空く形なのです

けれども、そちらは獣医の見立てによります

と、現状は見てないのでしっかりは分からない

のですけれども、急に動いたりとか、何かもの

に当たったりしたときに、そういった傷が入る

場合があるということで、そういった中での状

況でございまして、当時どの部分に関しまして

も、どの家畜に関しましても、直接見てその場

で見てたということがないものですから、そう

いった推測の下、考えてございます。 

 そういったことで、５頭の部分は、令和５年

度家畜としては死んだというようなのが結果で

ございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 お伝えいたします。 

 会議規則第８条第２項の規定によりまして、

本日の会議時間は議事の都合により、あらかじ

め延長いたします。 

 上野委員。 

○上野委員 いろいろなことが重なって、多く

の牛・馬が急死しているということなのですけ

れども、その中で特に、先ほど言われましたク

ローバーによる腸の中でのガスの発生というこ

とが言われました。これは先ほど出されました

肥料の施肥の実態から言いますと、何かそうい

う施肥による牧場の牧草の変化が原因になった

のかなというふうにも推測されるわけですけれ

ども、そういう可能性はないのかどうか。 

 特に令和３年度に肥料の施肥が非常に少なく

なっていましたよね。令和４年度も秋の肥料の

施肥が非常に少ないと。一方で、令和元年、令

和２年度においては、炭酸カルシウムの施肥が

非常に多かったと、こういう施肥のやり方によ

る牧場の牧草の変化というのは考えられないの

かどうか、それについて。 

○川上委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 議員のおっしゃるクロー
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バーの部分でございますが、令和５年度に関し

ましては、マメ科の植物、クローバーはマメ科

の植物となりますが、猛暑が続いて水が少な

い、雨が少ないというような状況のときには、

牧草に比べてぐんぐん成長するというような性

質がございます。そういった中で、令和５年度

に関しましては、そういったところも原因にあ

るのかというようなことは考えてございます

が、令和６年に関しましては、そういった部分

で、施肥の状況、予定でございますけれども、

春、秋、９０袋ずつ購入いたしまして、しっか

り散布させていただきまして、イネ科の牧草を

しっかり育てていきたいというように考えてご

ざいます。 

 あと、炭酸カルシウムでございますが、そち

らの部分は土壌のｐＨ値の部分で、７で中性と

いうことで、数字が少なくなると酸性、多くな

ると７以上はアルカリ性というふうになるので

すけれども、そちらの部分はこれは多くまいて

も駄目ですし、少なくても駄目ということで、

適量をまくようにいたしまして、土壌を弱酸性

に保っていきながら運営しているというような

ことでございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 川村委員。 

○川村委員 今、同僚議員が話した部分と重な

るのですけれども、共通様式ナンバー１０の需

用費、役務費、報償費なのですけれども、そこ

を踏まえて、追加要求資料の部分で何点か質問

をさせていただきます。 

 先ほど、令和６年度の部分で、単価について

は先ほど前段に説明していただいた部分で分か

りました。今回６年度で予定している袋の数、

秋と春に２回ずつまいてますけれども、この１

８０袋という部分に関しては、今町営牧場で放

牧している面積全部に対して行っているのか。

それとも、何年か、１年ごとに分けてやってい

るものか、その辺について説明をお願いしま

す。 

 下の炭酸カルシウムについても、多分肥料の

関係と同じような関係でまくのか、それも併せ

てお答えください。 

 あと、今回需用費で１,１３０万円になって

いますけれども、肥料の８００万円、あと炭酸

カルシウム合わせて９００万円弱ですけれど

も、残り２３０万円の部分、多分同じような関

係の消耗品になるかと思うのですけれども、大

まかな部分で何が含まれているのか、ちょっと

その辺についてもお願いいたします。 

 ごめんなさい、あともう一つ。日頃の管理、

どのように行っているのか。先ほど牛と馬の亡

くなったという経緯もありますけれども、日頃

どのような管理の仕方を行っているか。また、

その牧草の部分について、どのように日頃やっ

ているのかもちょっと教えてください。 

○川上委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 それでは、お答えしてま

いります。 

 肥料の購入でございますが、令和６年度の予

定でございますと９０袋、９０袋ということ

で、春と秋に購入予定でございますが、こちら

は牧場の面積で、通常牛がいて牧草が生えてい

る部分というのは、約１８０ヘクタールござい

ます。そこの部分に全面積に順番に牛の状況、

牧草の状況を見ながら全体にまいていくもので

ございます。それを春と秋にまいていくという

ような形でございます。 

 それと、炭酸カルシウムに関しましては、こ

ちらは土壌のｐＨ値を調整するものでございま

して、こちらは弱酸性を目指して施肥いたしま

して、そちらのほうは牧場の面積を大体３分割

にいたしまして、３年に１回まいていきます。

これはｐＨ値の移動というのは緩やかに進むも

のですから、たくさん入れ過ぎてもアルカリ性

になってしまいますし、少なくても酸性になっ

てしまいますので、そこら辺はそういった形で

施肥してございます。 

 あと需用費に関して、ほかの需用費の部分で

ございますが、残りは牧草にかける除草剤とか

家畜の寄生虫をよける駆除剤とか、そういった

害虫の予防対策に係る薬剤、そういったものを

購入させていただいております。 

 日頃の管理でございますが、こちらのほうは
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牧場の牧夫が１日３回牧場を見回りまして、牛

の状態などを主に見ながら、牧草の状態など見

て、全体的に牧場内を見て、日頃の牛の動向で

すね、そこら辺を１日３回見て、発情などそう

いったところを見ながらふだん管理しているよ

うな状況でございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 川村委員。 

○川村委員 まずは、単価が令和元年から６年

比べると、先ほど前段で説明した倍ぐらいに

なっているということで、多分これ来年度以降

についても値段がそれなりに上がるのか、多分

これより安くなるのは考えられないのかなと思

いますけれども、今歳入のほうで町営牧場使用

料で８００万円程度歳入あるのですけれども、

今後こういった肥料とか高騰が多分続くと思う

のですけれども、こういった部分の中で料金の

ほうに反映しないでやっていくものなのか、

ちょっとその辺についてまず１点お願いしま

す。 

○川上委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 現時点の考えでございま

すが、肥料などそういった資材費などは上がっ

てございますが、料金の部分に関しては令和６

年度も令和５年度の単価で進めていきたいと考

えてございます。そういった形で牧場使用料な

どを上げないというやり方も、そういった農業

振興の一つかなというように考えてございま

す。そういった中で、現時点では、令和５年度

と同様に考えております。 

 以上でございます。 

○川上委員長 川村委員。 

○川村委員 最後１点なのですけれども、先ほ

ど同僚議員のほうからもお話あった、昨年馬と

牛５頭亡くなっているということで、今最近管

理者の管理側の責任というのが結構問われる時

代ですので、今後、先ほど草のマメ科ですか、

クローバーとかが原因ではないかというか、

はっきりした原因は分かりませんけれども、管

理側の預けるほうにとっては管理してもらって

いるほうにお願いする部分があって、やっぱり

責任を持って対応しなければならないという部

分があるものですから、今後、役場として、そ

の辺を含めてどういうふうにやっていくのか、

お考えをお聞かせください。 

○川上委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 令和６年度の考え方でご

ざいます。 

 もちろんしっかりやっていきたいというとこ

ろでございますけれども、令和５年、昨年に関

しましても、牧場内を北海道の農業改良普及セ

ンター、専門員などに協力いただきまして、牧

場内を確認いたしたりしまして、食べて駄目な

毒草などが生えてないか、そういったことを確

認してまいりました。現状としてはそういった

ものは生えてございません。今回のこのクロー

バーに関しましても、当時牧場造成したときか

らクローバーとしてもともと種をまいているも

のでございますので、食べて駄目なものでござ

いませんが、より牧草のほうをしっかり育てて

いくために、適正に施肥しながら進めていきた

いというふうに考えています。また、日頃の牧

夫の部分の活動も引き続きしっかり牛、牧草の

状態などを確認しながら運営していきたいとい

うように考えてございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 よろしいですか。 

 ほかに、質疑ございますか。 

 中川委員。 

○中川委員 １点だけ。今るる肥料の関係が

あったのですけれども、需用費で１,１３０万

円が今年度上がっているということなのですけ

れども、その中で３３万６,０００円が昨年度

から比べると上がっているということなのです

けれども、肥料の金額見ると、令和５年度が７

２７万円といって、令和６年度の予定が８１９

万円と、３３万円以上上がっているのですけれ

ども、その辺の内訳がきちんと整合性取れてい

るのかということと、あともう１点、令和５年

の前年比ということで、令和５年のもともとの

予算というのは分かるのですけれども、過去、

令和元年、２年、３年あたりまでは、肥料も４

００万円前後だったと思うのですけど今倍に

なっているということで、過去からしたらその
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肥料分もきちんとそこは値段上がってきている

ということでよろしいのかどうか。 

○川上委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 その需用費の部分の金額

でございますけれども、過去から見ますと、例

えば令和５年でありますと、近年でいきますと

一番単価が上昇している時期でございました。

そういった中で、予算上どうしても単価が上が

るということを予想してございましたので、そ

の部分の予算づけはしておりましたので、どう

しても予算同士で比べてしまいますと、その差

額というのはきっかり上昇分というふうには

なってこないものでございます。ですので、内

訳といたしましては、令和６年度はこういった

形で肥料の予算を取ってまして、令和５年度に

関しましては、単価高くなりましてもう少し上

がるのかというふうなのもちょっと考えていた

ものですから、予算上はもう少しあったという

ことで、差額がそこで実際の実績と縮まってし

まいまして、先ほどの３３万６,０００円とい

うような部分もございますし、それ以外の薬剤

の関係の数量の増減などもございまして、こう

いった形となってございます。令和６年度は

しっかりこういった予定で進めていきたいとい

うように考えてございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 中川委員。 

○中川委員 もう一つ言っていたのが、過去

の、今のこの予算書だと、昨年のは比較できる

のですけれども、これを見ると令和１年、元

年、２年、３年というのも肥料代金が４００万

円前後で来ているものですから、ただ今現状８

００万円前後になってますので、それに伴って

令和２年度からだとか、その辺から、安い時期

から比べると肥料代もこの需用費の中で４００

万円なら４００万円、この需用費自体が上がっ

てきているのかという確認と、あとちょっと私

分からなかったのですけれども、１,１３０万

円の中の３３万６,０００円が今回去年より増

えたということだと思うのですよ。３３万６,

０００円が増えたのですけれども、肥料代は９

０万円くらい増えていると思うのですよ。そこ

がちょっとよく分からなかったです。単純に肥

料代９０万円増えたら、こっちも９０万円増え

るのかなというふうに思ったので。 

○川上委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 すみません。再度お答え

いたします。 

 その差額の部分でございますが、令和５年度

に関しましては、実績として載せてございます

ので、予算上はもう少し上がるかもしれないと

いうことで、もうちょっと多かったのですよ

ね。それで実際の実績と予算を比べてしまって

いますので、どうしても差額の部分というのは

ぴったりこないというようでございますが、そ

の部分はしっかりやっていきたいというふうに

考えてまして、そういった形で肥料代が上がり

ますと、需用費も当然上がっていく形になって

ございます。 

 以上でございます。 

 過去のほうも、この需用費というのは、肥料

が安いときにはやっぱりその分安くなってまし

て、高くなってきてからだんだん予算も上がっ

てきているというような状況でございますの

で、何とかそういった形で、予算かかりますけ

れども、しっかりやっていきたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 ナンバー１３の町有林の適切な管

理ということで、これなかなかどの辺が町有林

でというのも、ちょっとよく分からない状況な

のですけれども、七飯町の町有林の現状という

か、そのあたりはちょっと委託料で２,０９５

万３,０００円ついてますけれども、ちょっと

お知らせいただきたいと思います。 

○川上委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 七飯町の町有林の現状で

ございますけれども、戦後、山のほう木を移植

されてから、ちょうど伐木をしなければ駄目な

頃が今だんだん来ている状況でございます。そ

れで、町有林のほうに関しましても、状況を見

ながら適期に伐採や間伐などできるように進め

ている状況でございまして、令和６年度に関し
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ましては、下草刈りとか、ネズミの被害などに

よって森林の育成が阻害される部分もございま

すので、そういった薬剤をまいたりしていきな

がら、令和６年度は令和５年度に比べまして、

予算はちょっと多いのですけれども、その分

しっかり現場のほう木の更新伐ですかね、木を

切っていくいろいろあるのですけれども、その

適正なやり方で進めていきたいということに関

しまして、今後も森林組合のほうと連携しなが

ら、町有林の整備を進めていきたいというふう

に考えてございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 整備を考えていきたいということ

で、今森林保有事業補助金とか今森林を、自然

の森林を増やそうということでいろいろ国とし

てもそういう補助金なり、いろいろ出てますけ

れども、この伐採にはかなりの金額がかかって

くるのかなというような想定をしていますけれ

ども、何か聞くところによると、木の具合があ

まりよくないという話も聞いておりますけれど

も、伐採してからそういう状況であれば、すぐ

本当に植栽というようなことも考えていかなけ

ればないと思うのですけれども、そのあたりも

し分かりましたらお願いします。 

○川上委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 木を更新伐で伐採いたし

ますと、国のほうから補助金をもらいながら進

めている状況でございます。こういった補助金

がありませんと、どうしても費用が過多になっ

てしまいますので、うまくこういうのを活用し

ながらやっていきたいというように考えており

まして、確かに議員のおっしゃるとおり、木の

状況でございます。木の状況はどうしても虫食

いというのですかね、そういった形の部分も確

かにございます。そうなりますと、低質材な

ど、あとは燃料などに、あるいは紙ですね、パ

ルプですね、パルプになったりという率が

ちょっと変わってきてしまうのですけれども、

その辺は適正な木を育てていきたいということ

で、木を切ったら翌年には植林するというよう

な考え方で進めてございます。 

 以上でございます。 

○川上委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、農林水産課に対する審査を終了いた

します。 

 農林水産課長、農業委員会事務局長、御苦労

さまでございました。 

 退席のほう、お願いいたします。 

 お諮りいたします。 

 本日の審査はこの程度にとどめたいと思いま

すが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって終了といたしま

す。 

 御苦労さまでございました。 

午後 ５時１８分 延会 
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